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午前10時00分 開議 

○七夕和繁委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は18名で、全委員が出席してお

ります。 

 ただいまから、本日の委員会を開きます。 

 なお、市長から平成25年度東京農業大学学位記

授与式出席のため、遅参の届け出がありましたの

で報告します。 

 それでは、早速、本日の日程であります一般会

計歳出のうち、民生費、衛生費及びその特定財源

に関する歳入の細部質疑に入ります。 

 質疑者、挙手を願います。 

 小澤委員。 

○小澤陽平委員 おはようございます。 

 私からはまず、健康管理課所管になります、看

護師・薬剤師確保対策支援事業についての質問を

いたします。平成26年度新規事業で看護師、薬剤

師の対策事業ということで、大変意義があると思

われます。看護師につきましては資格を取得する

ために最低でも３年間という実務、学校を経て国

家試験に臨まなくてはならない。 

 また、薬剤師におきましては、平成18年以前ま

では４年制の薬学部を卒業するということで、受

験の資格が得られましたが、法律が変わりまして

現在は６年制を卒業しなければ資格取得が得られ

ないと、こういうとても時間とお金のかかる学部

になりました。 

 また、それぞれ費用も国立でしたら年間60万円

程度、私立だったら最大300万円くらいかかると

いう、とてもお金のかかるケースが多いというふ

うに聞いております。 

 このように医療にかかわるものが必要不可欠と

なる中、人材の不足が指摘されているこのごろ、

資格を取るまでの時間とお金が本当にかかるとい

うことで進学を諦めたり、途中で退学などをする

例もあると聞いております。 

 そこで、全国の病院では独自に奨学金制度を

行っているというところもたくさんあるというふ

うに聞いておりますが、この網走市では厚生病院

が看護専門学校を運営しながら奨学金制度を行っ

ていると聞いております。現在、そのほかに奨学

金制度を実施している病院というのは、この網走

市に何病院あるのかお答え願います。 

○林幸一健康管理課長 現在、網走市内におきま

して奨学金で支援されている病院は網走厚生病

院、それからこが病院、もう一つ網走脳神経外科

病院の３病院とお伺いしております。 

○小澤陽平委員 現在３病院ということで、実施

している病院の数についてはわかりました。 

 今回、このような事業を行うに当たりまして、

やはり人材が不足しているから行うというふうに

思いますが、不足と考える現状において人数的に

はどのような形で捉えているかお答え願います。 

○林幸一健康管理課長 看護師などにおきます医

療従事者の不足や地域偏在が著しいことで地域医

療の確保において医療適用体制の充実強化を図る

ことが求められていると認識しております。 

 その中で、市民、患者と医療提供者との信頼関

係を築きながら良質な医療を提供するために最も

重要な課題でもあると思っております。 

 こうした中、市内の医療機関におかれましても

看護師の不足により看護体制の確保に苦慮されて

いる状況であるとお聞きしております。 

 こうしたことから、医療提供体制の充実、強化

を支援しようと考えているところでございます。 

○小澤陽平委員 足りないというのは新聞報道や

テレビなどでも全国的に言われているなというこ

とで私自身も思っておりますが、この住んでいる

まちで実際に病院を運営されている方は、病棟の

ベッド数に対しまして看護師の数なども法律で決

められておりますので、現在、運営している分に

は何とか人を集めながらやっている現状にあると

いうのは認識しておりますが、やはり離職率が高

かったり、なかなか募集しても人が集まらないと

いう話を聞きますので、その辺は力を入れて今

後、取り組んでいかなければ足りなくなったとき

に急に人を入れようと思ってもなかなかそうはな

らないという現実があると思います。 

 また、厚生病院などでは病棟が一つ閉鎖してい

るという状況にございますので、その分の看護師

は人数的にいないという状況だと思いますので、

もしその病棟がまた運営されるようになると、そ

の分の人数が足りないという現状にもあると思い

ますので、やはりすぐにこの奨学金制度を使って

人材を確保するというのはならないですが、将来

に向けてとても重要な事業だと思いますので、こ

の事業は予算も1,680万円という予算がついてい

ますが、進めていかなければいけない事業の一つ

ではないかなと思います。 

 この奨学金の金額が出ていますが、これは何名
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を予定していまして、１人当たりの金額というの

は幾ら想定されているのかお伺いをいたします。 

○林幸一健康管理課長 支援の内容といたしまし

ては、１人月額２万円を予定しておりまして、年

額で24万円ということでございます。 

 人数については、各病院からの現在実施されて

おります奨学金制度を利用されている方の人数を

確認しまして、平成26年度の予算としては70名を

予定しております。 

○小澤陽平委員 金額は月額２万円ということ

で、病院側としてもそれだけの奨学金を出してい

るということは負担になりますので、少しでも軽

減が図られるかなというふうに思います。 

 この奨学金を払うことで学生の確保もそうです

が、この網走市の市内の病院に勤務してもらうと

いうことがとても重要で、この事業の最大の目的

ではないかなというふうに思います。 

 そのような中で、厚生病院の関係でいう専門学

校でしたら、奨学金を借りた年数、厚生病院に勤

務すればその奨学金が免除されるなどの、俗に言

う地元に戻ってくる仕組みづくりというものを取

り入れて運営されているというふうに聞いており

ます。 

 やはり、地元に帰ってきてもらって勤務してい

ただくというのが最大の目的となると思います

し、また、せっかく学生を育てて、それがほかの

まちに流出するということは、このまちにとって

も損失だなというふうに考えますので、地元に

戻ってくる仕組みづくりというのが大切だと思い

ます。 

 全ての病院において地元に戻ってくる仕組みづ

くりというのは確立できているのかどうかという

ところを御質問いたします。 

○林幸一健康管理課長 現在、先ほど申しました

３病院の奨学金制度につきましては、委員御指摘

のとおり一定程度の勤務による条件設定になって

おります。 

 私どもも考えておりますが、今、市内の病院で

実施されているのは３病院のみでありまして、こ

の３病院に対しまして将来的に看護師などの確保

につながる観点からも、まずは応援していきたい

ということでございます。 

○小澤陽平委員 地元で勤務してもらうような体

制は確立できているということで安心いたしまし

た。また、この３病院に限らず今後は多くの病院

でこのような制度を使ってもらえるように発信し

て、将来はほかの病院もこのような制度が使える

ような仕組みをしていただきたいというふうに思

います。 

 奨学金を借りて学生は学校に通うということ

で、その後、勤務してもやはりいろいろな個人的

な用件で途中で退職をされてしまうというケース

もあると思います。そういったときに、この奨学

金の返済というのはどのような形をとるのかとい

うところを確認したいと思います。 

○林幸一健康管理課長 奨学金制度を利用されて

条件を満たさずに離職された場合などの取り扱い

につきましては、各病院で設定されています制度

利用のルールに基づきまして補助金のほうを返還

していただくということで考えております。 

○小澤陽平委員 わかりました。病院のほうでは

返金をしてもらうということですね。 

 市の補助に対してはどのような見解を持ってい

るでしょうか。 

○林幸一健康管理課長 この市の奨学支援に関し

ましては、病院と市とのやりとりになります。病

院に対しての補助金となりますので、病院のほう

からこういう方がいらした場合は市のほうに返還

していただくということになります。 

○小澤陽平委員 仕組み自体はわかりました。こ

の制度はきちっと運用されて、返還がないという

のが一番いいことだと思いますので、そのような

形で運用していただきたいと思います。また、看

護師などは一度職場を離れて復帰を望んでいると

いうような形も聞いていますが、なかなかそれに

対しては支援もないということですので、そう

いった支援も今後考えていただきたいなと思いま

す。 

 看護師、薬剤師の確保の事業については以上で

ございます。 

 続きまして、子育て支援関係の質問に移りま

す。 

 平成26年度、子育て支援ガイドブックの改訂を

行うということで48万円の事業費を計上されてお

りますが、私もこの「ぴゅあ」という冊子を見さ

せていただいて子育てに役立たせていただいてお

ります。 

 そのような中で、やはり発刊が平成20年という

ことで、発刊してから５年、６年と年月がたって

きて、だんだん中身も時代と合わなくなってきて
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改訂されるというふうに思いますが、まずこの改

訂される内容について、どのような改訂をするの

か御質問をいたします。 

○松野憲司子育て支援課長  子育て支援ガイド

ブック「ぴゅあ」につきましては平成20年に作成

され既に５年が経過し、約６年が経過しています

ことから、各種手当ての制度の改正やブックス

タートなどに見られます新たに実施された施策事

業、また施設情報では新たに支援センターどんぐ

りや認定こども園つくしというような、多くの内

容が変更されておりますことから、今回は現行の

子育て支援ガイドブック「ぴゅあ」の改訂版とし

て作成し、現状における情報や内容の提供を行お

うとするものでございます。 

 また、平成27年度から新たな支援制度が開始す

るということで、この開始以降におきましても、

一定の大きな変更が予定されておりますことか

ら、改正される内容が大体おおむね２年程度とい

うことでの目安として新制度を網羅する中で、新

たな総合的なガイドブックを作成していかなけれ

ばならないというふうに考えているところでござ

います。 

○小澤陽平委員 やはり法改正も多くあり、また

市内においても新しい施設ができるなど、本当に

子育て支援についての分野では本当に大きく転換

を迎えている時だと思います。 

 また、今回改訂をして出しますが、２年後をめ

どにさらに形が決まったら改訂されるということ

ですので、今回はこのぐらいの少ない予算の計上

なのかなということで理解をいたします。 

 また、情報を発信する中身でアンケートなどを

とって、例えば新しいニーズだとか、こういうも

のを載せてほしいという要望などを取りまとめた

りするようなことを行っているのかというところ

を確認させていただきます。 

○松野憲司子育て支援課長 実際的には一昨年11

月に子育て支援アンケートということでアンケー

トをさせていただき、多くの方から御意見をいた

だいております。 

 また、作成に当たってはどんぐりなど、さまざ

まなサークル等が集う場所がございますので、そ

ういった中でのサークルの代表などの懇談を踏ま

える中で必要な情報ということでの収集を行って

いきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

○小澤陽平委員 やはり、使う方の要望を十分聞

いた上での改訂が望ましいかなと思いますので、

その辺は行っているということですので、引き続

き、今後に向けてもやっていただきたいなという

ふうに思います。 

 また、今回の改訂でどうしても情報量がふえて

いるということで、ページ数もふえていくのかな

というふうに想像されますが、余り厚くなくて､

情報が多すぎるのも見る側としてはなかなか探し

づらかったり、必要でない情報も人によってはあ

るかと思いますので、その辺の精査もきちんと

行った上で改訂をしていただければというふうに

思います。 

 また、私もそうなのですが、冊子を見るよりは

どちらかというとホームページにありますＰＤＦ

のもの、今だったら携帯電話などでも見られます

ので、そちらを見ている方もたくさんいらっしゃ

るというふうに思います。 

 現在、ＰＤＦでございますが、今回はすぐには

無理でしょうが、２年後の改訂が迫っているとい

うふうに聞いておりますので、その際には例えば

携帯電話で見られるアプリの研究ですとか、また

ビューアソフトなどに取り込めるような仕組みを

すると、いつでもすぐに携帯電話から見られる

と、こういうようなことを行っている自治体もあ

りますので、今回は印刷物がメーンの改訂という

ふうに聞いておりますので、ウェブ上の改訂もス

ムーズに行われると、もしかすると今でしたら途

中での随時改訂というのが難しいというような仕

組みになっておりますが、それが容易にできるよ

うな仕組み構築ができるようになると思いますの

で、その辺についてはどのように考えているで

しょうか。 

○松野憲司子育て支援課長 御指摘のとおり、現

在のホームページに載せてあります「ぴゅあ」に

ついてはＰＤＦということで掲載をさせていただ

いておりますので、都度都度の修正などが大変難

しい状況にあります。 

 また、内容についてはそれぞれの制度の説明の

中で確認をできるようになっておりますけれど

も、一覧としてはなかなか難しい状況になってお

ります。 

 今後、今回は冊子ということでの新たな現状で

の改訂版ということでは考えておりますけれど

も、今後、非常にこのインターネットの掲載とい
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うのは多くの方が見られる状況がございますの

で、さまざまな市だとか、いろいろな取り扱いを

含めた検討する中で、２年後に改訂を予定してい

る中では、このインターネットでの掲載、または

その取り扱いについては十分な検討をしていきた

いなというふうには考えてございます。 

○小澤陽平委員 そのような、今回の事業ではご

ざいませんが、２年後のさらなる改訂を目指して

よりよいものを構築できるように取り組んでいた

だければというふうに思います。 

 次に、地域子育て支援センター運営事業の中身

で、平成25年度の事業で支援センターどんぐりの

ほうの駐車スペースを増設という形で、使用され

ている方からは車がとめやすくなっただとか、前

はちょっと足りなかった部分があって、近隣に迷

惑をかけるような状況があったのが改善されたな

ど、たくさんいい意見が話されておりました。 

 そのような中でも、どうしても冬場になります

と雪の堆雪場というものができて、車をとめる台

数が減ってしまうなど、問題もことし新たに見え

てきたのかなというふうに思います。 

 その中で、特に冬場はイベントはなるべく少な

くしているのかなというふうには思うのですが、

どうしても春に向けて４月から年度が変わるとい

うこともありまして、３月には多くのイベントを

開催しているようでございます。 

 そのような中で、ちょっと車のとめるところが

足りないというようなお話も出ていましたが、排

雪につきましてこの運営費の中ではどのような位

置づけでやっているのかということを御説明お願

いいたします。 

○松野憲司子育て支援課長 お話のありましたと

おり、今年度､駐車場の整備ということで駐車枠

が14台から24台ということで、駐車台数、駐車す

るスペースをふやしました。 

 28台程度になりますので、何とか通常の御利用

は可能かなというような状況にあります。 

 また、冬期間については、どうしても雪の堆雪

場所として駐車場内に堆雪しなければならない状

況がございます。そういった意味では若干、駐車

台数が減るということもございますけれども、大

きなイベントで人が集まったりするような行事な

どにおきましては、その事前に排雪をするという

ような取り扱いをすることで考えてございます。 

 なお、通常の除雪というよりも排雪は結構大き

な費用がかかる場合がございますので、度重なる

排雪というのはなかなか難しいと思いますけれど

も、イベント等、参加する行事などによって排雪

を考えていきたいなというふうに考えてございま

す。 

○小澤陽平委員 今年度もやり繰りした中で排雪

も行っているというふうに聞いておりますので、

どうしても大雪などが降った際は急な予算の大幅

な増も見られると思いますが、どうしてもとめる

台数も本当に少なくなってしまうということもあ

りますので、随時状況にあったような形で除雪と

排雪を心がけていただきたいなというふうに思い

ます。 

 また、冬期は近隣で使えるような駐車場も埋

まっているというような状況もあって、夏場だっ

たら周りにとめられるということもありますの

で、その辺の周知もあわせて行っていただければ

というふうに思います。 

 以上で質問を終わります。 

○七夕和繁委員長 ここで、マイク調整のため、

暫時休憩をいたします。 

午前10時22分休憩 

────────────────────────── 

午前10時23分再開 

○七夕和繁委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 質疑を続行します。 

 飯田委員。 

○飯田敏勝委員 私は４項目にわたって質問をし

ます。 

 １項目めは地域医療の維持と確保にかかわる人

工透析医師の確保について伺います。 

 昨年の３定で厚生病院の人工透析常駐医師の不

在の解消等質問しました。答弁では、病院側が４

月から専門医師を募集しまして、医師の確保に全

力を注いだのですが、現診療体制では地域の救急

体制の危惧もあって、市長は地域医療存続のため

に周辺自治体とともに医師確保のために関係機関

と協議を重ねたいという答弁だったのですけれど

も、その後の経緯はどのようになっていますか。 

○林幸一健康管理課長 透析常勤医師の配置につ

きましては、全道の状況を見ましても人口の多い

地域に透析専門医師が常勤していると伺っている

ところであります。 

 網走厚生病院におきましては、現在、約120名
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前後の人工透析患者が通院治療され、泌尿器科の

医師が常勤できなくなった後、循環器科医師が中

心となりまして対応されていると伺っておりま

す。 

 厚生病院としましても、北見市内の関係病院に

救急時などにおける受け入れ体制のお願いなど、

早急な対応を進めていただいており、泌尿器科常

勤医師及び人工透析常勤医師の募集を行い、医師

の確保に努めていただいていると認識しておりま

す。 

○飯田敏勝委員 現行というか、なかなか常駐医

の確保は解消されていないのですけれども、医師

が来れないというか、大学の医局からの派遣で維

持できていないということです。 

 最近もほかの整形だとか、そういう医局でも、

外来でも手術をする医者が交代するということ

で、やり繰りに非常に苦労しているような現状が

あると思うのですけれども、厚生病院自体、大学

医局からの派遣に頼る面が強いのですけれども、

病院での他の診療体制もそのような実態というも

のが多くあらわれているのか、伺いたいと思いま

す。 

○林幸一健康管理課長 出張医につきましては、

大学医局より医師が派遣されるシステムとなって

おりまして、毎週同一の医師が診療に来るような

体制ではないと伺っております。 

 医師の確保、派遣につきましては大学医局の意

向によることから、その対応方法につきましては

自治体及び医療機関も大変苦慮している現状でご

ざいます。 

○飯田敏勝委員 非常に確保が大変なのですけれ

ども、特に人工透析の場合はほかと違いまして、

１週間に３回やっているのを１週間に２回とかと

いうわけにはいかないのです。 

 先日の暴風雪のときも、大空町の人工透析の患

者の人が消防の関係の車で、通行どめになってい

たのをこちら側で特別な消防の体制で透析に来る

というような現状もあります。 

 そういうことから、私、定期的に行わないと致

命的な打撃を被る診療医療だと思います。 

 特に人工透析治療には３定のときにも詳しく質

問しましたけれども、シャント処理ということを

初め、リスクが非常に大きいことがわかっている

のです。 

 出張医師等シャント処理にかかる医師の確保と

いうことになりますと、出張医、前にも言ったと

おり出張医の場合は同じ医局から派遣されるので

はなくて、東京から来たり、札幌から来たりして

まちまちなのです。そのアドバイスも毎回かわっ

ていると患者さんのほうが非常に戸惑うという面

があるのです。 

 人工透析の場合は網走市内だけでなくて斜網地

域、いわゆる大空町だとか、小清水、清里、斜網

地域の方々が来ているので、やはり医師の確保、

特に代替、いわゆるシャント処理がうまくいかな

いという場合には、カテーテルといいまして首か

ら入れる医師が厚生病院の場合は循環器の医師が

かわりにやるということになっております。 

 医師がやらないでベテランの看護師さんでもで

きるのではないかと言っても、そうにはならない

ということを聞いていますので、それらの代行の

体制というものは改めて私は確認する必要がある

と思うのですけれども、その確保は大丈夫なので

すか。 

○林幸一健康管理課長 現在、網走厚生病院の泌

尿器科につきましては、平成25年４月より出張医

１名体制による毎週月曜日と火曜日の週２日間の

診療体制になっております。 

 シャントに不都合が起きた場合などにつきまし

ては、循環器科医師の指示のもと、シャントのエ

コー検査を行い、その症状により透析をカテーテ

ルを使用した処置や治療が必要な場合は紹介状を

持って北見市内の専門病院での治療対応を進めて

いる現状と伺っているところであります。 

○飯田敏勝委員 そのような現状なのですけれど

も、特にシャント処理の場合はなかなかリスクが

大きくて、網走で常駐医がいないものですから

シャント処理もできないので北見へ行く、北見も

なかなか大変なので、今、網走から札幌へ行って

シャント処理をやっている方もいます。 

 そういうことから、私は斜網地域の中核病院と

して地域医療の維持確保のために私は自治体とし

ても、最大限の関係機関と連携をとって、よりよ

き向上に向けてしっかりとやってほしいというこ

とで次の項目に移りたいと思います。 

 ２項目めは健康推進事業についてです。 

 これも代表質問に続いてお尋ねします。 

 今回、建てかえによる市民健康プールの通年開

設は水泳愛好者や競泳選手等の継続的練習や競技

力向上とともに、健康増進事業の実施によって幼



－ 49 － 

児から高齢者まで、生涯を通じた市民の健康づく

りに大きく寄与するものだと思います。 

 そのためには、開設までに代表質問の答弁の中

で、そのメニューやプログラムも各年代の健康レ

ベルに合わせたものが策定されて、それを実施す

る組織や指導員等の養成が急務であるという状況

があります。それを踏まえて伺います。 

 １点目、メニューやプログラムを各年代の健康

レベルに合わせて策定するのに、健康運動指導士

の資格を有する職員を中心に調整するとあります

が、具体的にどのように策定していくのですか。 

○林幸一健康管理課長 本格的な生活習慣病予防

対策などにおきまして、健康づくりのための運動

を指導する専門家である健康運動指導士の資格を

有する保健師を中心にメニューやプログラムの策

定を調整してまいりたいと考えているところであ

ります。 

 安全で効果的な運動を実施するための運動プロ

グラムの作成、実践指導計画の調整、あわせて健

康指導を担うことも可能となりますことから、運

動、健康を一体的に捉えた健康増進に向けて取り

組みを進めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

○飯田敏勝委員 確認なのですけれども、保健

師、資格を持った保健師の方ということなのです

けれども、保健センターに行ってやるか、何日か

常駐するか、それは今ここでは問いませんけれど

も、それらも含めてやはり策定するというのであ

れば、ずっと実績を持ったスポーツ課なり、体育

推進員なり、関係団体を交えた策定プロジェクト

なるものをということも考えられるのですけれど

も、それらまで幅を伸ばすということもあり得る

のですか。 

○林幸一健康管理課長 現在、具体的な取り組み

方法につきましては確定しておりませんけれど

も、メニューの策定などにつきましてはタイアッ

プした形で調整を図ることは可能だと考えており

ます。 

○飯田敏勝委員 答弁の中でも実施段階、それは

策定したと。次は実践段階において、現在活動中

の団体指導者の協力を得るというような御答弁も

しております。 

 私は実践経験とその経歴からいって、実践段階

より策定段階に入ってもらい、その協議をしなが

らそれらの団体指導者の経験を生かしていくべき

だと思うのですけれども、いかがですか。 

○林幸一健康管理課長 メニュープログラム策定

に関しましては、健康運動指導士を中心に策定を

取り進めてまいりたいと考えているところであり

ますけれども、団体指導者の経験と知識を生かし

た御協力をいただきながら検討してまいりたいと

思います。 

○飯田敏勝委員 それらにつきましては、まだ時

間がありますので、そういうような方向も含んで

私はさまざまなノウハウを策定の段階で入れて

いってもらいたいと思います。 

 もう一つ、指定管理者による、御答弁の中で運

営の一環として行うもの、いわゆる健康増進に向

けたソフト事業もあります。 

 指定管理者との協議というか、そういうことは

今後、行わなければならないのですよね。１年間

しかない中で、その指定管理者というのはスポー

ツ課がやります、指定管理の指定、委託は。そう

いう中で、スポーツ課との協議もどのような方向

性を持って行っていくのか端的に伺います。 

○林幸一健康管理課長 基本的にはスポーツ振興

にかかわる部分につきましてはスポーツ課、健康

増進に関しましては健康管理課において事業に取

り組む方向で考えているところではございますけ

れども、スポーツ課とも協議を進めながら魅力あ

る事業につなげてまいりたいと考えているところ

であります。 

○飯田敏勝委員 スポーツ課との協議につきまし

てはこの後、審査段階では教育委員会もあります

ので、きょうのところはそこら辺でとどめて、健

康増進に向けたソフト事業ということがやはり主

たる健康管理課の使命だと思うので、今、御答弁

の方向で私は再度、教育のほうで指定管理者との

関係は聞きたいと思っています。 

 答弁の中でも指導者養成についても言及してい

ます。外部講師の派遣体制とは、具体的にどのよ

うなことですか。 

○林幸一健康管理課長 外部講師の派遣につきま

してては、当市で指導者を見つけられないような

専門的な分野の取り組みがあった場合におきまし

て、外部からの講師派遣も視野に入れているとい

うことでございます。 

○飯田敏勝委員 先ほどから申し上げているとお

り開設まで１年ありまして、長いようで短くて、

短いようで長いのですけれども、既存の資格者を
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持つ団体というものも、今のプール利用者の中で

あります。水中ウォークなり、すぐ水中運動に転

嫁できるというか､併用できるような指導者の方

もおります。 

 そういう既存の資格者を持つ団体と協議して開

設まで間に合うように取り進めることが､私は急

がれると思うのですけれども、その点いかがです

か。 

○林幸一健康管理課長 現在、活動されている中

での経験、知識など、指導に当たってのノウハウ

を持たれていることと思います。 

 団体指導者の方々の御協力をいただきながら開

設に間に合わせるように進めてまいりたいと思い

ます。 

○飯田敏勝委員 そのような方向性というものが

わかりましたので、そういう方向で協議して進め

てもらいたいと思います。 

 それと、健康増進事業参加者への心身機能調

査、いわゆるソフト事業をやったと、実際、身体

いろいろ水中運動だとか、さまざまな運動して運

動効果はどうかというのはやはり心身機能調査と

いうものがどこの施設でもやっているようです。 

 それが検証することによって参加者が参加した

いと、ずっと継続できるという意欲を駆り立てる

ために私は必要だと思います。どのような調査を

考えられているのか、まず伺いたいと思います。 

○林幸一健康管理課長 それぞれ取り組むソフト

事業によりましても、その運動効果は変わってく

ると思います。 

 心身機能調査など、調査項目の設定、方法など

につきましては健康運動指導士を中心に進めてま

いりたいと考えているところでございます。 

○飯田敏勝委員 実際、水の特性がもたらす効果

ということで、例えば水中運動を例にとりますと

浮力の効果、要するに胸から肩まで水に入ると重

力が約70から90％減少するため、関節部の負担が

減り安心して運動できるとなるとさまざまな効果

があります。水圧の効果だとか、水温の効果、抵

抗の効果、それらを合わせてある施設では骨粗鬆

症の予防と改善、肥満の予防と解消、転倒の予防

だとか、心身のバランス、全身持久力の向上だと

か、肩凝り、腰痛、膝痛の解消ということがあり

ます。 

 そういうものをあわせますと、簡単なものは身

長なり体重なり、骨密度なり、それから閉眼片足

立ちだとか簡単にできる測定、血圧も含めまし

て、そういうものもありますし、ある程度、全身

持久力だとか、そういうものの測定するものもあ

ります。 

 実際やるとしたらどこかに標準を合わせて、恐

らく参加者全員が受けれるものだとか、事業の特

定によって受ける機能調査があるのですけれど

も、方向性としてはどのような方向を持っていま

すか。 

○林幸一健康管理課長 水中運動や水中歩行など

は生活習慣病予防の効果があるとともに、個人の

健康づくりだけでなく中長期的な医療費適正化対

策にもつながると考えております。 

 こうしたことから、先ほども申しましたように

その辺を視野に入れながら健康運動指導士を中心

に検討してまいりたいと思っております。 

○飯田敏勝委員 質問の割には答弁は具体的では

ないのですけれども、これは特に全道都市問題会

議のときに日体大総合研究所の所長の武藤先生が

理念を固めてハードを整えると、今もハードが先

行してしまって理念というか、健康増進事業の理

念がなかなか固まらないということがあると思う

のですけれども、残念ながら現段階ではハードが

先行していますけれども、関係部局、今の御答弁

の中でさらなる連携なり、しっかりしたものを生

み出すためにハードができたときにはこれらのソ

フトの事業が追い付けるような、そういうような

ことで私は頑張ってもらいたいと思います。 

 次に移ります。 

 ３項目めは、これも代表質問で伺いました。健

康コンシェルジュ匠事業と健康推進員の活用につ

いてです。 

 御答弁では、シニア世代を対象に各地域の健康

づくりの底辺拡大の推進役として活動してもら

い、ライセンス取得のためのカリキュラム作成、

講習、実技指導などは東京農大に委託事業として

行って、今後も匠育成を推進しようということで

すけれども、現在の匠の到達点を伺います。 

○林幸一健康管理課長 平成24年度の匠の受講者

は19名で、今年度は11名の方が受講されておりま

す。 

 昨年、受講されました匠の方たちにおかれまし

ては、健康まつりなどのイベントのお手伝いや地

域における健康教室などに保健師に帯同した形で

活動していただいております。 
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○飯田敏勝委員 現在の簡単な到達点はわかった

のですけれども、そこで農大への委託ということ

にしていますが、東京農大がカリキュラムの作成

や講習、実技指導体制などの編成作業や今後の協

力体制に万全とは言いがたい事態も生じかねない

状況というのは、担当者の変更などもあると聞い

ていますが、匠の事業推進に直接影響はないので

すか。 

○林幸一健康管理課長 カリキュラムの作成や講

習、実技指導などにつきましては現在、東京農業

大学への委託事業として取り組みを進めていると

ころでありますけれども、今後も引き続き東京農

業大学と連携の中で進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○飯田敏勝委員 農大の中の問題ということで、

それは農大に任せると、水準は下げないというこ

とだと思います。 

 影響がないように取り進めるということです

が、そこで私は一つ匠事業がもっと発展するため

に提案というか、そういう方向で質問したいと思

いますけれども、昨年、当市で開催した全道都市

問題会議でパネルディスカッションがあったこと

は皆さん承知と思います。 

 水谷市長も主催者の一人として、このディ

スカッションに参加して発言していました。その

中で、スポーツによる地域づくりというのをテー

マに日体大総合研究所の武藤芳照先生が、当市の

匠制度に注目した発言の中で、高齢者を視野に入

れて地域の中で健康スポーツ、あるいは健康運動

を推進していこうという制度があるということで

言及しています。 

 武藤先生は、自分が20年前からかかわった長野

県の東御市の医療福祉健康づくりで高齢化社会に

対応する事例とともに、25年前からかかわってい

る子どもから高齢者まで、誰もが楽しみながら体

を動かして健康づくりや介護予防に取り組む際の

身近な支援者となる地域運動推進員を養成して、

市が主催する転倒防止事業や地域の要望に応じて

運動指導や生活相談をしている島根県の雲南市の

事例を挙げてみました。 

 匠はこの雲南市の地域運動指導員の事例に近い

と思うのですけれども、いかがですか。 

○林幸一健康管理課長 島根県雲南市における地

域運動指導員の取り組みにつきましては、高齢者

が楽しみながら体を動かし、介護予防に取り組む

際の身近な支援者となるなど、地域における健康

づくり活動を支援する人材の育成、研修会や情報

交換会などを通した中で実践的、専門的な知識、

技術の向上を図ることを目的に取り組まれている

と認識しております。 

 網走市におきましても、ライセンス制度が２年

目の取り組みとなります。匠がふえていくことと

思っておりますけれども、その活動の拠点を広げ

ていく場合の参考として、雲南市の取り組みにつ

きましても調査研究を進めてまいりたいと思いま

す。 

○飯田敏勝委員 雲南市の取り組みを見ますと、

かなり時間をかけてやっていまして、網走でやっ

ている匠の受講プログラムの中と似ているとお

り、さまざまなプログラムを持ってやっておりま

す。メニューも多いですし。 

 ところが、それは名称そのものは地域運動指導

員という形をとっているのですけれども、網走の

場合は匠という、ライセンスを取得するという形

の、ちょっとくすぐるような名称をつけています

し、匠という個人個人が持つ特性が発揮できると

いうことだと思いますけれども、私はこの雲南市

の活動はかなり地域に根づいているのは、その身

体の運動のほかに心というか、いわゆる地域で生

活相談だとか、さまざまな面まで言及していると

いうことです。 

 それに近い役割として、即戦力で網走の匠の人

材の中でも入っていけることは私はあると思いま

す。それと同時に匠を目指した中には、自分自身

の健康管理に役立つために受講する場合もあっ

て、すぐ底辺拡大の推進役活動とはいかない面も

あると思いますけれども、それで現在の推進体制

の中で匠の資格を取った後、どのような活用例が

具体的にあるか、もっと細かく、今後の方向も含

めてお示しください。 

○林幸一健康管理課長 先ほども御答弁させてい

ただきましたけれども、まず健康まつりなどへの

イベントのお手伝いや地域における健康教室にお

きまして保健師に帯同いたしておりますけれど

も、その中で30分程度時間をとって、地域の方々

に健康についてのお話をしていただいているとい

う現状でございます。 

○飯田敏勝委員 なかなか急には２年目ですの

で、30人の方しかいないということですので、地

域的にも恐らくばらつきがあると思います。 
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 それであるならば、現在町内会において設置さ

れている健康推進員の中にも匠の資格を取ってい

る方もいると伺っています。 

 だけども、健康推進員の方に匠の資格を取って

もらったのも含めて、今後、健康をテーマにした

地域の課題の提起や活動の紹介など、健康に関す

る情報や相談の橋渡し役ということも私は考えら

れると思うのです。 

 今現在、健康推進員の人方は、ある町内会では

積極的にそういうイベントやレクリエーション活

動などの実践に携わっている町内会もありますけ

れども、それであるならば現在、すぐ匠の組織が

活用できないというのであれば、健康推進員の制

度を利用した形で携わってもらうのも一つの方向

だと思うのですけれども、その位置づけをどのよ

うに考えていくのか伺いたいと思います。 

○林幸一健康管理課長 健康推進員におかれまし

てもライセンス制度受講の御案内はいたしており

ます。 

 あわせまして、特に健康推進員の方は資格を持

たれているわけではありませんけれども、町内会

の推薦を受けた方に委嘱し、健康づくりの指導的

立場や運営の責任者として活動していただいてい

るところであります。 

○飯田敏勝委員 いずれにしても、この匠制度を

本当に市内にしっかりと根づかせるためには、や

はり各地域の健康づくりの底辺拡大の推進役とい

うことも私は考えていこうということで、健康推

進を含めた匠の資格取得者もふえていく、それが

とりもなおさず自分や地域の人々の健康づくりや

介護予防のために身近な立場で運動や生活指導、

普及啓発活動を実践できる雲南市の地域運動指導

員などを参考にした組織体を私は考えていく方向

性を持った御答弁だと思いますので、これを健康

プラン３などにしっかりと反映させるべく、私は

やっていってもらいたいことを要望して、最後の

４項目の質問に移りたいと思います。 

○七夕和繁委員長 飯田委員の質疑の途中であり

ますが、ここで暫時休憩をいたします。 

午前10時55分休憩 

────────────────────────── 

午前11時05分再開 

○七夕和繁委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 飯田委員の質疑を続行いたします。 

○飯田敏勝委員 それでは、最後の４項目めで

す。 

 障がい者スポーツ振興計画について伺います。

これも代表質問の御答弁で障がい者のスポーツ振

興は今後、障がい者計画の策定の中で検証を行っ

て、どのような取り組みを行うか議論していきた

い、特に日体大の特別支援学校の開校時期などを

含めて、関係部署と連携をとりながら方向感につ

いて検討するとありますが、そこで国においてス

ポーツの支援を障がいの有無によらず、一体的に

より一層強力な推進が重要として、厚生労働省が

主幹の障がい者スポーツのうち、平成26年度より

競技性の高い障がい者スポーツ支援を文部科学省

に一元化して、スポーツ教室などレクリエーショ

ン色の強いものを中心としたものは厚生労働省が

支援するとあります。 

 これであるならば、当市でもそのような方向で

進んでいくべきだと思いますが、どのように基本

的に考えていますか。 

○鳥井本和義社会福祉課長 障がい者のスポーツ

については、国の方針のとおり福祉部において、

厚生労働省が引き続き担当することとなる、障が

い者の方々の生活をより豊かにする観点やリハビ

リテーションの一環としての観点を重視して支援

を推進していきたいと考えております。 

○飯田敏勝委員 今の御答弁のとおり、国の方針

と同じであるならば、競技性の高いものは教育委

員会ということになりますけれども、それは教育

のほうの関連なので、ここではお尋ねしません。 

 そういうことになりますと、施設の面や指導者

の面で行政が果たす役割は非常に大きいと思いま

す。 

 これは大事なことなのですが、今からハード面

やソフト面の課題をしっかりと受けとめていかな

ければならないのですけれども、大ざっぱでいい

のですけれども、その辺のどういう方向性をこう

いう面で持っていくかということを考えているな

らお示しください。 

○鳥井本和義社会福祉課長 障がい者福祉計画に

おきましても、障がい者が気軽にスポーツ、レク

リエーション活動に参加できるようスポーツ施

設、公園などの整備、改善、障がい者団体による

イベントやサークル活動の促進、障がい者スポー

ツ、レクリエーション活動を支える指導者、ボラ

ンティアの育成などに努めることになっておりま
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すので、これまでの方向性を受け継ぎながら推進

していきたいというふうに考えております。 

○飯田敏勝委員 いずれにしても、障がい者のス

ポーツ振興計画、これこそ時間がありますので理

念を固めてハードを整えるということをしっかり

と私は行ってほしいと思います。 

 人はスポーツ活動を通じて健康な心身を使いま

して、生活上のストレスなどを発散させて、他の

人との交流やコミュニケーションを促進するな

ど、多くの恩恵を享受していると思います。 

 障がいの有無や年齢、性別にかかわらずスポー

ツは生活の質を高める、豊かな人生を送るという

ために大きな力になっていることは言うまでもあ

りません。 

 スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むのが

全ての人の権利であると、新しいスポーツ振興法

では定めています。ここは、時間を十分とって関

係者と練り上げてほしいと思いますが、最後にそ

の辺の覚悟をお示しください。 

○鳥井本和義社会福祉課長 平成23年８月に施行

されたスポーツ基本法においてもスポーツは世界

共通の人類の文化であると前文で始まり、スポー

ツの価値や意義、スポーツの果たす役割の重要性

が示されております。 

 とりわけ、障がいのある人にとってのスポーツ

活動はリハビリテーション効果から出発し、ス

ポーツがもたらす多くの有益性を持つものに発展

しております。 

 これまで、障がい者スポーツは障がいがあって

もスポーツ活動ができるように障がいに応じて競

技規則や実施方法を変更したり、用具を用いて障

がいを補い、現存する機能を最大限に発揮できる

ような工夫が加えられてきました。 

 また、オリンピック競技大会の認知度の向上と

急速な発展に伴い、競技スポーツとしての障がい

者スポーツも脚光を浴び、今回のソチパラリン

ピックでは当市出身の狩野選手が活躍し、その可

能性を大いに感じさせるものとなりました。 

 当市においては、これまで国と同様に障がい者

スポーツを福祉行政で管轄し、障がいのある方の

社会参加や自立支援の促進における施策の一つと

して展開され、一定の成果を上げてきましたが、

近年の障がい者スポーツの広がりや発展は著し

く、地域スポーツにおける裾野の拡大から競技力

向上も含めた幅広い施策の推進に当たっては、こ

れまでの手法だけではさまざまなニーズやステー

ジに応じた十分な振興を図っていくことには限界

があると感じております。 

 今後は、当市の障がい者スポーツの振興に当

たっては国の方針に添った障がい者スポーツの支

援に向けて関係部署と連携、協力するとともに、

関係団体の意見などを参考にしながら時間をかけ

て検討していきたいと考えております。 

○飯田敏勝委員 終わります。 

○七夕和繁委員長 次、金兵委員。 

○金兵智則委員 それでは質問いたします。 

 まずは障がい者の就労についてであります。 

 障がい者の就労問題は日体大特別支援学校の開

校予定もあり、網走市にとって重要な課題である

というふうに考えております。 

 全国から学生を募集することもあり、網走に進

学してきた方々がそのまま網走に残って仕事をす

る環境があるのか、また網走市としては障がい者

をまちで受け入れる準備として、障がい者につい

ての理解促進が大変重要になってくるというふう

に考えております。 

 そのような中、来年度の新規事業では障がい者

理解促進啓発事業というものが始まる予定となっ

ており、内容としましては障がい者福祉施策の啓

発活動や障がい者についての理解促進のための交

流会や研修会などを開催するという事業になって

おりますけれども、どのようなことを誰に対して

行うのか、まず質問いたします。 

○鳥井本和義社会福祉課長 障がい者支援法に基

づく地域生活支援事業において、平成25年度より

理解促進研修啓発事業が必須事業とされ、平成26

年度からの実施に向けて自立支援協議会において

事業内容の検討を行ってきたところであります。 

 その結果、自立支援協議会ホームページの開

設、障がい者同士が夢を語るお茶会、障がい者就

労を理解してもらうための研修、パンフレット、

ガイドブック作成の四つについて提言を受けまし

て、今回事業化したものであります。 

○金兵智則委員 それでは、この事業については

誰に対してというか、市民の皆様に対してという

ような理解でよかったでしょうか。 

○鳥井本和義社会福祉課長 市民の方ももちろん

ですが、障がい者や事業者の方ということになろ

うかと思います。 

○金兵智則委員 障がい者や事業者という方たち
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の理解を深めて、就労の確保を目指していくとい

うことかと思いますけれども、こちらについては

理解させていただきます。 

 次に、ジョブコーチ養成研修費補助金について

でございますけれども、よりスムーズに障がい者

の就労を行えるよう、職場内外の支援環境を整え

る役割を行う方がジョブコーチという方でありま

すけれども、そのジョブコーチの養成研修を受講

する際の費用を補助するという新規事業が来年

度、予算組みをされておりますけれども、予算額

が45万円というふうになっておりますが、何名を

想定されているものかお伺いいたします。 

○鳥井本和義社会福祉課長 ジョブコーチ養成研

修費補助金の何名ということなのですけれども、

ジョブコーチのこの養成事業は道内では名寄市の

みで行っておりました。あとは東京でということ

になりますので、東京の分といたしまして２名

分、名寄での分として１名分を予算にしていると

ころでございます。 

○金兵智則委員 この資格を受験するためにはさ

まざまな要件が満たしている方でないと受講でき

ないのではないかというふうに思いますけれど

も、その資格を受講するための要件というものに

はどのようなものがあるかお伺いいたしたいと思

います。 

○鳥井本和義社会福祉課長 要件はないものと理

解しております。 

○金兵智則委員 要件はないということは、どな

たでもこの資格を受けようと思えば受けられると

いう理解でよかったでしょうか。 

○鳥井本和義社会福祉課長 申しわけございませ

ん。対象となるのは社会福祉法人や特定非営利活

動法人、一般企業に勤めている方ということにな

ります。 

○金兵智則委員 例えば一般企業に勤めている方

であれば、サラリーマンの方どなたでも受けよう

と思えば受けれるのかなというふうに思いますけ

れども、例えばちょっと僕が調べたところによる

と、第２号職場適応援助者助成金の受給資格の認

定を受けた事業主に雇用され、第２号職場適用、

これは第２号についてでありますけれども、第２

号職場適応援助者として援助を担当することが予

定されており、研修受講の申請時点で障がい者職

業生活相談員の資格取得後、３年以上障がい者の

雇用に関する指導などの業務についている人、ま

たは重度障がい者多数雇用事業所、または特例子

会社において障がい者の就業支援に関する業務を

１年以上行った人というものがあるかと思います

けれども、それで間違いなかったでしょうか。 

○七夕和繁委員長 答弁調整のため、暫時休憩を

いたします。 

午前11時20分休憩 

────────────────────────── 

午前11時26分再開 

○七夕和繁委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 質疑を続行します。 

○酒井信隆福祉部長 先ほど金兵委員のほうから

対象者についての御質問がありましたが、この部

分につきましては第１号と第２号がありまして、

それぞれ要綱で条件が定められております。 

 ただ、今、うちの新しくジョブコーチ養成研修

費補助につきましては、一応、対象の事業者とし

て先ほど課長のほうから話しましたように社会福

祉法人と一般企業含めて、その中で今、金兵委員

がお話あったように、その中で選考しながらこの

補助金に該当するかどうか判断をしていくという

ことになると思います。 

○金兵智則委員 ということであれば今年度、補

助金がついた３名の方々に関しては要件を満たさ

れているのかなというふうに考えるところであり

ますけれども、このジョブコーチをふやしていく

ためにはこの資格を受講するための要件を満たし

ている方についてはふやしていかなればならない

ということになるかと思います。 

 今後とも、その辺の見込みについてはしっかり

と把握をしていただきたいというふうに思いま

す。 

 また、この研修は金額的にも時間的にも多くか

かるように見受けられますけれども、そもそもこ

の研修を受けるための企業の理解を得られるよう

な、市としての方策が必要になってくるというふ

うに思いますけれども、その辺に対してはいかが

でしょうか。 

○鳥井本和義社会福祉課長 障がい者就労の実態

及び実績、障がい者の特性、そして障がい者就労

に対する各種助成制度やジョブコーチ制度などの

周知について、今月の26日から障がい者就労支援

講習会を４回連続して開催することとしておりま

す。 
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 その講習会によって企業や市民の方々に周知し

ていきたいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 広く周知するような取り組みを

行っていただきたいというふうに思います。 

 もう一つ、新規事業で障がい者職場実習・雇用

受入事業補助金というものがありますけれども、

障がい者の実習、雇用を受け入れる企業に対して

必要な補助を行うとなっておりますが、これは必

要なものというのはどのようなものを想定されて

いますでしょうか、また現在のところ受け入れ予

定のある企業というのはあるのでしょうか、お伺

いいたします。 

○鳥井本和義社会福祉課長 想定している費用で

ございますが、障がい者を受け入れるに当たって

の被服費、作業用消耗品、特殊整備、サポートを

行う方々の人件費の一部などを対象としたいとい

うふうに考えております。 

 また、現在受け入れる企業ということですが、

今のところそういう手を挙げていただいている企

業というのはないような状況であります。 

○金兵智則委員 障がい者の実習、雇用というこ

とでありますけれども、実習についていえば例え

ば施設外就労でありますとか、体験実習とかとい

うものがあるかと思いますけれども、これはどこ

までを対象範囲として考えられていますでしょう

か。 

○鳥井本和義社会福祉課長 対象は受け入れ期間

をおおむね大体３カ月を超えることを条件として

補助をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○金兵智則委員 それは３カ月を超えるというこ

とを対象範囲として考えられていると。ところ

で、先ほどもありました、今のところ受け入れ予

定のある企業はないということでございましたけ

れども、今後、やはりこの事業を新規事業として

組んだからにはどこかに手を挙げていただかなけ

ればいけないというふうに思いますけれども、そ

れについて市として今、どのようにお考えなのか

お伺いいたします。 

○鳥井本和義社会福祉課長 先ほどもちょっと御

紹介させていただいたのですが、今月の26日から

始まる障がい者就労支援講習会などで企業に周知

していきたいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 それは理解させていただきます

けれども、せっかく新規事業で就労支援に取り組

まれているというのは評価させていただきますけ

れども、それと事業に取り組むためにやはりそれ

はちゃんと実働しなければ何の意味もないという

ふうに思います。 

 もう少ししっかりとした下調べなり、取り組み

なりをしていくほうがいいのではないのかなとい

うことを述べさせていただいて、次の質問に移り

たいと思います。 

 次の質問でございますけれども、子育て支援ガ

イドブック作成事業についてお伺いします。 

 先ほども質問がありましたので、かぶらないよ

うなところだけ質問させていただきたいというふ

うに思いますけれども、ガイドブックにつきまし

ては来年度については改訂版ということで、今ま

でのものは内容の変わったものだけ変えていくと

いうことでありましたけれども、実際に印刷代と

いうふうなことで考えていいのかなと思いますけ

れども、もしそうであれば印刷数量はどのくらい

を予定されているのか伺いたいと思います。 

○松野憲司子育て支援課長 改訂版の印刷につき

ましては､おおむね２年間の利用ということで 1,500

部ほどを計画をしているところでございます。 

○金兵智則委員 理解させていただきます。 

 その後、また新たな子育て支援制度が始まった

ときには大幅かどうかわかりませんけれども、ま

た改訂をされるということで先ほど答弁がありま

したけれども、私も以前から一般質問で議論させ

ていただいた経緯がありますけれども、今現在、

健康管理課と子育て支援課から計７種類の書類が

配付されるということもありまして、それを何と

か一つにまとめて、その１冊があれば十分事足り

るのだよというものをつくっていただきたいとい

うふうに提案させていただいたことがありました

けれども、その点についてはどうお考えかお伺い

いたしたいと思います。 

○松野憲司子育て支援課長 このガイドブックに

つきましては、できるだけ総合的な意味合いで１

冊で一定数の内容が皆さんに御周知できるという

ような内容でつくっていきたいというふうに考え

ており、健康管理課を初め、土木の公園関係、そ

の他教育委員会とさまざまな関係部署が携わると

思いますけれども、相互の連携を図る中で、極

力、必ず１冊ということにはならない場合もある

かもしれませんけれども、極力、１冊の中で多く

のことが網羅できるような体制で作成をしてまい
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りたいというふうに考えているところです。 

○金兵智則委員 ただいまの答弁、大変、理解さ

せていただきます、そして期待させていただきた

いと思います。 

 僕が子育てをするときには、それを見れば全て

網羅されているというような現状ができればいい

なというふうに思いますけれども、それに当たっ

て先ほど小澤委員のほうからも要らない情報を省

いてなるべく厚くならないようなものというよう

なことがありましたけれども、私としては全く逆

で、それは見る人にとってその人が必要なもの、

必要のないものは種々選択すればいいというふう

に考えていまして、なるべく欲しい情報に関して

は入れていくということが必要なのではないかな

というふうに思っております。 

 以前も言わせていただきました、やはり市民の

方の意見を取り入れてつくっていってほしいとい

うことで、先ほどの答弁ではアンケートもされた

ので、その辺の中で精査をすると、またどんぐり

などに伺い、サークルなどの意見を伺うというこ

とでありましたけれども、網走市はやはり転勤族

が多い町ということで、外から来た方々というの

はやはりよそのまちとの比較を網走に対してされ

ると思うのです。 

 そういったときにはやはり来たばかりでわから

ないというところもありますし、その前のところ

ではこんなことがあったのにというようなことも

あると思いますので、やはりアンケートの精査も

もちろんですけれども、皆さんの意見を取り入れ

て、つくるからにはなるべくページ数少ないほう

が安く上がるのかなというふうに思いますけれど

も、その情報の種々選択についてはどのようにお

考えなのかお伺いしたいと思います。 

○松野憲司子育て支援課長 来年度作成予定のも

のにつきましては、実際的にはぴゅあの改訂版と

いうことで考えております。 

 そういった意味では、今現在制度が大きく変

わったものですとか、施設で掲載されていないも

のというような内容で取り扱いをして､実際的に

は現在のぴゅあは32ページものとなってございま

す。 

 そのほか、今、お話ししたととおり施設情報

等、漏れているものがありますので、必要なペー

ジ数の一定数の増ページということは考えてはお

りますので、そのあたりの情報をまず入れるとい

うことと、もう１点お話のありましたさまざまな

転勤族ということでの方が多いということでのお

話がありましたが、そのあたりもどんぐりにも結

構、そういった転勤族の方がいらっしゃるという

ことが聞いておりますので、そういった方への意

見聴取などを含めた中で、またこの改訂版の作成

ということで取り組みをしてまいりたいというふ

うに考えております。 

○金兵智則委員 来年度については、まずは改訂

と、その次の年でまたさらに改訂をされるという

ことでございますので、またそのときにも議論し

たいなというふうに思いますけれども、市の立場

からすると入れられない情報でも市民の方からす

るとほしい情報というのがあるとは僕は思ってお

ります。 

 以前も言わせていただいたことがあったかなと

思いますけれども、例えば転勤族の方が来たとき

に子どもを連れて行ける食事の場所がその冊子の

中に入っていれば大変便利だというような声も

あったかと思います。アンケートにあったかどう

か、ちょっと私のほうではわかりませんけれど

も、そのような声を私のほうでも聞いておりま

す。 

 ただし、市の立場からすれば子どもに対応して

いるような情報を載せると対応していないところ

のお店に対して不利になるというような、このよ

うな考えも出てくるのかなというふうに思います

けれども、その辺については一端、やはり市民の

目線で市民が欲しいものをつくるという考えを

持っていただきたいということを述べさせていた

だいて、次の質問に移ります。 

 次に、こども医療助成事業についてであります

けれども、この事業につきましても以前の一般質

問で述べさせておりますが、子育て世代の経済的

緩和と地域医療を崩壊させないような政策が必要

であるといった観点から、経済的に負担の大きい

入院についての助成拡大について議論をさせてい

ただきました。 

 来年度の予算編成の中で事業拡大が図られたこ

とについては、率直に評価いたします。 

 そこで、まず伺いますが、来年度から拡大され

る入院費の無料化ですが、実施は８月からで予算

額は380万円となっておりますけれども、これの

金額の根拠についてお示しください。 

○松野憲司子育て支援課長 予算額の380万円に
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つきましては、従来の乳幼児医療助成事業という

ことで取り扱いをしております。 

 それに今回、中学生までの入院助成ということ

で拡大をさせてもらって、拡大分につきましての

金額となってございます。 

 おおむね想定されている入院で増となる見込み

につきましては、おおむね260件程度の入院分の

負担となろうかというふうに試算をしているとこ

ろでございます。 

○金兵智則委員 その260件というのは、過去の

実績からそういうふうな数字を出されたという理

解でよかったでしょうか。 

○松野憲司子育て支援課長 現在、小学校までは

入院につきましては１割負担の助成を行っており

ますので、それらの数字を参考とさせていただ

き、中学校については今現在、助成を全く行って

おりませんので、数字的なことは全く過去の統計

的な数字がございませんので、小学校等の推計数

字を用いさせていただいて試算をしたところでご

ざいます。 

○金兵智則委員 ただいまの答弁については理解

をさせていただきます。 

 そうなると、今後は以前から要望の多い外来に

おける医療費負担の軽減、つまり対象年齢の引き

上げが望まれている部分だと思います。 

 しかしながら、以前から市長も言われていると

おり、引き上げによって医療現場に多大なる負担

がかかり、小児科医療が崩壊してしまうことのな

いようにしなければなりません。 

 医療現場での負担と言われているのがコンビニ

受診の問題であります。網走市のコンビニ受診の

状況をどのように捉えているのか、お伺いいたし

ます。 

○松野憲司子育て支援課長 実際的にはコンビニ

受診という内容が何％あるとか、そういったこと

での具体的、これがコンビニ受診だという確定的

なことにつきましては病院サイドとか、そういっ

たことでの判断になりますので、数字的なものに

ついては押さえているところではございません。 

○金兵智則委員 押さえているところはないとい

うことでありますけれども、救急外来で投薬のみ

で帰る、あとは電話相談で終わるというようなこ

とも多いのかなという状況はお聞きしています。 

 私の実感として、やはりまだまだ多いのかなと

いうような実感を持っているところでありますけ

れども、そこを何とかしていくということが子ど

もたちの健康や医療体制を守ることにつながるの

かなというふうに感じております。 

 そのための政策として、今年度から始まりまし

た24時間電話健康相談サービス事業でありますけ

れども、こちらについて現在までの相談件数や内

容など、状況について伺います。 

 また、来年度予算が減額となっておりますけれ

ども、理由もあわせて御質問いたします。 

○林幸一健康管理課長 電話によります健康相談

のサービスの実績でございますけれども、昨年の

５月から導入いたしまして、10カ月間で累計585

件の御利用となっております。 

 ちなみに12月までの８カ月間では月平均45件程

度の御利用だったのですけれども、12月に再度、

チラシを全戸配付いたしまして、１月、２月につ

きましては月100件程度の利用が伸びているとい

う現状でございます。 

 それから、導入の予算の減については、導入の

際の全戸を対象とした周知にかかるチラシの関係

とかを昨年度は計上しておりましたので、その分

が落ちているということでございます。 

○金兵智則委員 ただいま585件ということで答

弁いただいておりますけれども、この585件とい

うことについて、市としてどのように捉えられて

いるかお伺いしたいと思います。 

○林幸一健康管理課長 当初、導入に当たりまし

て、私どもとしましては月100件程度を想定した

予算組みを立てておりました。 

 現在まで585件の御利用ということなのですけ

れども、この中でまず一つ目には、多いのは気に

なる体の症状に関する相談、それからまた治療に

関する御相談、続いて夜間、休日などの医療機関

の問い合わせということになっておりますので、

まだこの部分につきましては、今後また周知を図

りながら御利用いただければというふうに考えて

おります。 

○金兵智則委員 この事業は、先ほどから申して

いますとおり、今後の小児科医療の方向性を示す

重要な事業でないかなというふうに私自身感じて

おります。 

 きちんとした運用がなされていくよう、周知の

徹底などを図っていただきますよう要望していき

たいというふうに思います。 

 また、今年度からもう一つ、予防という観点か
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ら子どもインフルエンザ予防接種助成事業が始

まっております。ことしも先月から全国的にイン

フルエンザが大流行し、網走市も流行発生注意報

が出されるなど、私の周りでもインフルエンザに

かかる人が多数出ておりましたが、全道的に見る

と警報が出された地域もあったことから、一定程

度、この事業の効果が出ていたのかなというふう

に感じるところでもありますけれども、予防接種

の接種状況やインフルエンザの流行状況について

市としてどのような見解を持っているのか伺いま

す。 

○林幸一健康管理課長 インフルエンザにおきま

しては、せき、くしゃみなどによる飛沫感染が主

な感染経路でありまして、集団で生活している場

合には集団発生、感染拡大の可能性が非常に高く

なるということで認識しております。 

 また、保育園や幼稚園、また小学校に予防接種

を勧奨することは、インフルエンザによる重症化

の防止、集団発生、感染拡大の制御に効果的であ

るとも考えております。 

 今年度、導入後の実績でございますけれども、

対象者 4,800人に対しまして、実施された方は

3,421人ということでございます。 

○金兵智則委員 4,800人対象者中、3,421人と、

より高いほうがこういう事業についてはいいのか

なと思いますけれども、一定程度、皆さん受けら

れたのかなという認識をするところでございま

す。 

 子どもをお持ちの親御さんから見れば、医療費

については無料期間は長いことに越したことはな

いというふうに思いますけれども、一方で医療現

場の負担を考えると簡単には引き上げられないの

かなというふうにも感じております。 

 この二つの事業は今年度からスタートしたばか

りの事業でもありますので、こども医療助成事業

についてはもう少し推移を見ながら、また時期を

見て議論したいというふうに思います。 

 インフルエンザ予防接種事業で、もう１点、質

問させていただきます。 

 こちら、事業対象年齢が１歳から15歳というこ

とになっております。一方で、インフルエンザ予

防接種が受けられる時期というのは生後６カ月か

らというふうになっていると思いますけれども、

事業対象年齢を１歳からとした理由をお聞かせく

ださい。 

○林幸一健康管理課長 接種対象者を１歳からと

した理由ということでございますけれども、外で

の活動が活発化してくる１歳から中学生までを対

象に予防接種費用の実施を計画したところでござ

います。 

○金兵智則委員 理由としてはちょっと弱いのか

なというふうにも思いますけれども、全国的に見

ますと生後６カ月から対象としている自治体もも

ちろんございます。 

 また、欧米では６カ月から24カ月未満の乳幼児

もインフルエンザの重症化率が高いと報告され、

ワクチン接種による予防が望ましいというふうに

されておりますけれども、網走市としても助成対

象年齢を６カ月からにするべきだというふうに思

いますけれども、予想される対象人数とあわせて

見解を伺います。 

○林幸一健康管理課長 予想される対象人数につ

いてでありますけれども、昨年までのデータによ

りますとおおよそ300件程度の出生の方がいらっ

しゃいます。 

 そのうち、６カ月からということになります

と、単純にいきますと150名程度かという認識で

ございます。 

○金兵智則委員 対象人数に関してはわかりまし

た。 

 それでは、もう一度お伺いしますけれども、網

走市として助成対象年齢を私は６カ月からにする

べきだというふうに思いますけれども、どうお考

えでしょうか。 

○林幸一健康管理課長 委員御指摘のとおり、

６カ月児からのインフルエンザの予防接種が可能

となります。 

 こうしたことから、疾病予防の観点からも６カ

月児からの予防接種助成も視野に入れながら検討

してまいりたいと思います。 

○金兵智則委員 とても前向きな答弁をいただい

たのかなというふうに思います。 

 今年度の接種事業に関しては12月末時点で終了

しているというふうに思います。正確な数字は決

算を待たなければならないというふうに思います

けれども、今年度、先ほど御答弁いただいた接種

人数から考えても来年度、生後６カ月まで拡大し

ても、来年度の予算内で対応は可能なのではない

かなというふうに考えますので、ぜひとも来年度

の実施時期にはそのようになっていることを期待
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して、次の質問に移りたいと思います。 

 次に、看護師・薬剤師確保対策事業についてお

伺いいたします。 

 こちら、先ほども御質問がありまして１人、月

２万円、12カ月で24万円、今、来年度予定されて

いる方が70名ということで1,680万円ということ

でございますけれども、この１人月２万円という

金額の根拠についてお示しいただきたいというふ

うに思います。 

○林幸一健康管理課長 １人２万円の根拠につい

てでありますけれども、高校卒業されて進学され

た学生の方々は日々、アルバイトをしながらも学

業に励んでいらっしゃるということは聞いており

ます。 

 こういったことから、健康管理課としましては

時給800円ということで週３日、２時間程度のア

ルバイトということでの算出根拠で２万円という

ことで計画しております。 

○金兵智則委員 時給800円のアルバイトを週３

日、２時間しか働かないということはなかなかな

いのではないかなというふうに思いますので、も

う少し予算額は多くてもよかったのかなというふ

うに感じるところでありますけれども、この事業

の効果といいますか、結果が一定程度あらわれる

のはいつごろというふうにお考えでしょうか。 

○林幸一健康管理課長 この事業に関しまして

は、既に進学されている方も対象としております

ので、その方は早ければ来年卒業されて戻って来

られるということにはつながってくると思います

けれども、総体的な実績に関しましては２年制、

３年制いろいろありますので、まだ３年後、４年

後になるかということにはなります。 

○金兵智則委員 人材不足の問題に対して取り組

まれたということに関して、これは以前から会派

としてあらゆる場面で述べさせていただいており

ますけれども、この人材不足の問題が解消されつ

つあるということは、今後、在宅医療の重要性が

増している中でとても重要な事業ではないかとい

うふうに思っています。 

 来年度から診療報酬改定がなされます。その中

でも今回は在宅医療の効果や急性期病床の削減な

どが行われるという予定になっております。 

 以前からの答弁では、在宅医療の体制整備に向

けては医療機関の体制が大きなウエートを占めて

いるため、人材不足など多くの課題があるという

ことでしたので、看護師不足の問題、一歩進みま

したので、今後また別の機会で医師不足の問題と

あわせて議論させていただきたいというふうに思

います。 

 次に、予防接種事業について何件か伺います。 

 まずは、麻しん・風しん予防接種事業について

であります。 

 全国的に風疹が流行しており、厚生労働省によ

ると平成 25年には累計１万 4,357例の報告があ

り、風疹が全数報告疾患となった平成20年以降、

最も多い報告数となりました。 

 また、抗体を持たない、また低い抗体値の妊娠

中の女性が風疹にかかると赤ちゃんに先天性風疹

症候群が起こる可能性が高いというのは皆さん御

存じのとおりだというふうに思いますけれども、

網走では妊娠を予定、希望する世代に対して予防

接種料などの一部を助成する事業を始めておりま

すけれども、実績についてお伺いいたします。 

○林幸一健康管理課長 妊娠を予定、希望される

方につきましての実績ということでございます

が、抗体化検査を受けられた方は156人、予防接

種につながった方はその中で77名というところで

ございます。 

○金兵智則委員 妊娠を希望される方ということ

でございますので、来年度の見込みというのはな

かなか難しいのかなというふうに思いますし、対

象人数もはっきりしないのではないかなというふ

うに思いますが、しかし、この事業があることを

知っていれば検査を行っていたということがない

よう、しっかりとした周知が必要になってくると

いうふうに考えますけれども、今後の対応につい

て伺いたいと思います。 

○林幸一健康管理課長 妊婦が感染することによ

ります先天性風疹症候群など、胎児に及ぼす影響

は非常に大きいものがあると考えております。 

 こういったことから、疾病の知識などにつきま

して、広報誌やホームページを活用し、感染蔓延

予防につながるワクチン接種について広く周知を

図ってまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 周知の方法、いつもそういう感

じでございますので、また若い女性が集まるよう

なところということを考えながら周知に図ってい

ただきたいというふうに思います。 

 もう一つ、この事業には定期予防接種というの

も含まれていると思います。生後12カ月から24カ
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月未満に１回、小学校就学前の１年前の間、つま

り幼稚園や保育園でいうと年長時に当たる時期の

子どもが対象になるかというふうに思いますけれ

ども、まず網走市の接種率についてお伺いいたし

ます。 

○林幸一健康管理課長 定期接種の接種率につい

てでございますが、１期の方につきましては対象

となる方が335人に対しまして、接種が322人で

96.1％、２期が対象者300人に対しまして、接種

が289人で96.3％でございます。 

○金兵智則委員 網走の接種率、かなり高いのか

なというふうに思いますけれども、やはりまたよ

り強化をしていかなければならない分野なのかな

と思います。 

 北海道は、新年度から風疹予防のための定期接

種の働きかけを強化するという見解を示され、未

接種家庭の個別の呼びかけを全市町村に求める方

針ということがこの間、新聞報道で発表されてお

りますけれども、網走市、現在のところも高い接

種率でありますけれども、より高い接種率を目指

してこの方針に対応しなければならないと思いま

すが、今後、どのような対応するお考えなのか見

解を伺います。 

○林幸一健康管理課長 当市としましては、この

定期接種と妊娠予定、希望される方のほかに任意

の予防接種につきましても助成を行っているとこ

ろでございますが、ただ任意の接種率が低いとこ

ろではあります。 

 対象年度に接種を逃がした方につきましては、

翌年度、はがきによる個別の接種勧奨の御案内を

するとともに、市広報誌に任意麻疹風疹の事業内

容を定期的にも掲載をしているところでございま

す。あわせて積極的に周知してまいりたいと考え

ております。 

○金兵智則委員 積極的な周知をまた目指してい

ただきたいなというふうに思います。 

○七夕和繁委員長 金兵委員の質疑の途中ではあ

りますが、ここで昼食のため休憩をいたします。 

 再開は、午後１時といたします。 

午前11時56分休憩 

────────────────────────── 

午後１時00分再開 

○七夕和繁委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 金兵委員の質疑を続行いたします。 

○金兵智則委員 予防接種事業についてもう１

点、お伺いいたします。 

 次に、子宮頸がん予防接種事業についてであり

ます。 

 子宮頸がんは乳がんに次いで若い女性がかかる

方が多く、ヒトパピロマウイルス、ＨＰＶという

ウイルスの感染が原因で起こりますが、子宮頸が

んの約半分はワクチン接種によって予防すること

が期待されるため、厚生労働省はワクチン接種の

積極的な呼びかけを行ってまいりました。 

 また、世界保健機関ＷＨＯも接種を推奨してお

りました。網走市としても、中学１年生から高校

１年生を対象に定期接種としておりましたが、現

在は副作用の報告が多数上がっており、国への報

告は約2,300件あり、歩行困難など重症なものも

530件を超えているそうであります。 

 また、道内では50件を超える報告があり、被害

者連絡会を発足させるということであります。 

 まず、網走市の接種率と副作用の報告事例につ

いて伺います。 

○林幸一健康管理課長 今年度、子宮頸がんワク

チン接種を受けられた方につきましては、現在ま

でにおきまして37名の方が接種されております。 

 11月以降は接種はないという現状でございま

す。 

 接種後の御相談があったかという件につきまし

ては、２名の方から御相談があったということで

ございます。 

○金兵智則委員 副作用の報告事例については御

相談という、今、御答弁でありましたので、そこ

まで重症なものではなかったのかなというふうに

考えますけれども、この問題に対して厚生労働省

の有識者検討部会は、こうした副作用は接種によ

る痛みや不安に対する心身の反応が引き起こした

ものとの見解をまとめましたが、部会委員の構成

に関して疑問を投げかける方もいるようですし、

脳神経医などは神経障害や血流異常など、ワクチ

ンの成分が影響している可能性を指摘しておりま

す。 

 また、海外ではワクチンに含まれるアルミニウ

ムが原因との見方もあるとのことです。 

 しかし、一方で接種を希望する人がまだいるの

も現状であります。網走市の来年度予算を見ると

対処に苦労されているのも見え隠れしております

けれども、網走市としての今後の接種に対する見
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解をお伺いいたします。 

○林幸一健康管理課長 平成26年度の予算編成に

関しましては、本年度の実績を踏まえ予算計上し

ているところでございます。 

 接種を希望される方におきましては、その有効

性とリスクを御理解の上、接種していただくよう

周知してまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 接種を希望される方にはメリッ

ト、デメリット、しっかりと説明し、判断を行っ

ていただけるような対応を望みたいというふうに

思いますし、また相談体制に関しても充実してい

かなければ、この問題に対してはいけないのかな

というふうに思いますけれども、相談体制といっ

たことに対して何かお考えがあればお聞かせくだ

さい。 

○林幸一健康管理課長 相談体制、支援体制とい

うことでございますけれども、保健センターのほ

うに御相談があった場合は、北海道と関係機関が

一体となって対応する支援体制が構築されており

ます。 

 道内の治療窓口に関しましては、北大病院と札

幌医科大学の２カ所となっておりますことから、

こちらの支援体制のほうに御相談できるような助

言につなげてまいりたいということで考えており

ます。 

○金兵智則委員 こちらの問題、まだまだ解決に

向けてははっきりとした状況が見えないのかなと

いうふうに思いますので、しっかりとした対応を

お願いしたいというふうに思います。 

 次に、廃棄物処理施設整備に関連して質問をい

たします。 

 徐々に次期一般廃棄物処理施設の整備に向け

て、その方向性に動き出しつつあるのかなという

感じではありますけれども、まず新規事業であり

ます生ごみ分別堆肥化検証事業でありますけれど

も、この事業は前もって生ごみの分別収集と堆肥

化の検証試験を実施するというものであります

が、内容についてもう少し詳しい説明をお願いい

たします。 

○梅津義則生活環境課長 生ごみ分別堆肥化検証

事業についてでございますが、次期廃棄物処理施

設の設置要件としている生ごみ堆肥化処理施設の

供用開始に備えまして、生ごみの排出状況と堆肥

化状況について検証し、分別収集及び施設運営を

スムーズに開始することを目的として行います。 

 それと、八坂のごみ処理場の延命化といったよ

うなこと、シュレッターくずが副資材として使用

できるかといった検証、それと黄色い専用ごみ袋

を使うことによって、カラスの被害がどうなるか

といったようなことを検証したいということで行

います。 

 具体的な事業の内容でございますが、対象地区

は潮見地区と呼人地区、２地区をモデル地区とい

たします。潮見地区を選定した理由でございます

が、4,000世帯ございまして人口世帯数が市内で

最も多く、公住、戸建て等、大学生ですとか、単

身世帯、老人世帯、いろいろな生活様式の方が住

んでいるといったようなことで、こちらの地区を

選んだということでございます。 

 それと呼人地区でございますが、呼人地区は予

定している処理施設と堆肥化処理をする施設と同

じ地区であるということ、それと野生動物の被害

状況などが郊外地区ならではのそういった状況が

確認できるのではないかということで選定をしま

した。 

 こちらの２地区で市内の４分の１の世帯が参加

をしていただくと、御協力をいただくといったよ

うなことになります。 

 実施機関は９月から11月の３カ月間、事業内容

を周知するために６月から８月ぐらいになると思

うのですけれども、広報活動ですとか町内会単位

で説明会を開催していきたいと考えております。 

 実際の収集回数になりますが、潮見地区は月

曜・木曜収集でございまして､３カ月間の間に26

回の収集があります。呼人地区は水曜・土曜の収

集でございますが、同じく26回の収集がございま

す。 

 排出方法は黄色い専用ごみ袋を作成して、説明

会のときにあわせて町内会にお願いをして配付を

してもらう部分と、あと町内会未加入世帯等につ

きましては、私どもの生活環境課の職員が直接お

配りをするという予定をしております。 

 排出場所は、今ある一般ごみステーションを

使って排出をしていただきます。袋のサイズは５

リットルです。26枚入りを１パックにした黄色い

専用ごみ袋をつくって配付をいたします。 

 その事業で処理されるであろう堆肥の量なので

すが、潮見地区では132トン、呼人地区では20ト

ンで、合計で152トンを処理できる、この部分が

八坂のごみ処理場の延命につながるのではないか
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と推測をしております。 

 生成された堆肥につきましては、生活環境課所

管の花壇で使用するという予定をしております

が、事業所に聞いたところ、そんなに150トンの

生ごみを入れても、ほとんど堆肥は出てこないの

だといったようなことを聞いておりますので、そ

の辺は状況を見ながらというふうになるかと思い

ます。 

○金兵智則委員 詳しい御説明ありがとうござい

ました。  

 イメージが大分つかめたのかなというふうに思

いますけれども、黄色のごみ袋というところが１

点ちょっと気になったのかなと思いますけれど

も、以前、ごみ袋の色のお話の質問をさせていた

だいたことがあるのですけれども、網走はなぜ青

色だということで、網走のブルーをイメージして

ブルーにしたのですよという質問があったとき

に、黄色の袋では色が黄色であるからカラスの被

害がないのではなくて、カラスが見えないような

成分の調整していたら実質、黄色になったから黄

色のごみ袋がカラスがいたずらしないのだという

ことで、そこの認識は間違いないでいたほうがい

いというような答弁をいただいたことがあったか

なというふうに思うのですけれども、検証実験で

すので黄色のごみ袋で検証実験をしていただい

て、それは全然問題ないというふうに思いますけ

れども、この検証試験の結果次第では実質、始ま

るときにはいろいろな部分が変わってくるのかな

というふうに思いますけれども､その辺について

もう一度お伺いしてもいいですか。 

○梅津義則生活環境課長 黄色いごみ袋につきま

しては、今回考えておりますのは宇都宮大学の杉

田先生が開発した紫外線を利用した中身の見えな

い袋といったような袋ではございませんで、ただ

の黄色い袋ということで御理解いただきたいと思

います。 

 その袋を使ったときにカラスがどんな反応をす

るのかといったようなことを検証したいといった

ようなことでございます。 

○金兵智則委員 検証実験ですので、これで試し

ていただくというのは問題ないというということ

でもう一度言わせていただきますけれども、実稼

働が始まったときに、例えば黄色では余り結果が

出なかったので家にある透明の袋だったらいいで

すよとか、その辺はリサイクルの問題もかかわっ

てくるのかなというふうに思います。 

 これについては、また始まってみて３カ月間と

いうことですので、その結果についての御報告を

待ちたいなというふうに思います。 

 新たな廃棄物処理施設では、もう１点、プラス

チックごみの分別を行うという予定ではあったか

と思いますけれども、例えば生ごみの分別収集は

検証試験ですけれども、現在、八坂にある廃棄物

最終処理場の延命を考えた場合、プラスチックご

みの分別を前倒しでもやっていくような方向で検

討していってはどうかというふうに思いますけれ

ども、見解をお伺いいたします。 

○梅津義則生活環境課長 現在使用中の最終処分

場の延命をするためにプラスチック類を分別処理

するということが効果的であるということは認識

をしております。 

 プラスチック類を分別するためには、現在のリ

サイクルセンターの設備では能力が不足しており

ますので、新たに選別するスペース、それと圧縮

梱包機の整備、処理ルートの確保などが必要とな

ります。 

 現在のリサイクルセンターに設備を整備するた

めに必要な費用が、建物の増築と電気設備等に約

2,000万円、圧縮梱包機で約4,000万円かかるとい

うふうに試算をしております。 

 この設備したものが新たなリサイクルセンター

に移設して使用可能であればいいのですが、それ

がちょっと難しいというようなことがありまし

て、短期間の投資にしては余りにも高額ではなか

ということで費用対効果の面から市民の理解も得

られないのではないかということで、この辺は進

めていないという状況にあります。 

 また、分別収集計画にも基づかない処理という

ことになりますので、処理先は独自にルートを探

さなくてはならないということなどが課題にあり

ますので、現状ではちょっと難しいのかなという

ふうに考えております。 

○金兵智則委員 そうですね、市民の理解を得ら

れないということは理解させていただきますけれ

ども、例えば分別の練習といいますか、市民の方

に対して分別だけはやっていただくというような

ことも考えていってもいいのではないかなという

ふうに思います。 

 それが後々の本稼働になったときにつながって

いくということもありますので、そういったこと
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も考えていっていただければというふうに思いま

す。 

 次に、整備の地域への影響についてお伺いいた

します。 

 一般廃棄物処理場がこのまま明治地区に建設さ

れることになった場合、地域の方々からも多少な

りとも不安の声も私のほうでも耳にしておりま

す。 

 まずは、来年度から工事が着工になり、工事が

始まった場合、工事関係車両がどこを通るかとい

うような心配があるということを伺いました。 

 それらの車が走行することにより、住宅への影

響を懸念しておりますので、まずその点について

お伺いをいたします。 

 また、騒音や振動などについてはどの程度配慮

されるのか、あわせて伺いたいというふうに思い

ます。 

○梅津義則生活環境課長 工事中の関係車両の通

過するルートということでございますが、こちら

のほうは向陽ヶ丘地区の説明会の中でもやはりそ

ういった心配というのは住民の方もされておりま

したので、これは向陽ヶ丘地区のほうのルートを

通さないような考えで今のところはやっていこう

かなというふうに思っております。 

 工事中の重機ですとか、そういったやはり明治

地区の方に非常に迷惑というか、騒音ですとか、

振動とかの部分で御迷惑をおかけすることもある

と思うのですけれども、その辺は安全対策ですと

か、騒音、振動等の細心の注意を払いながらでき

る限り迷惑をかけないように、施工業者さんと打

ち合わせをしながら進めてまいりたいというふう

に考えております。 

○金兵智則委員 向陽ヶ丘地区のほうは通らない

ということで、明治地区は今まで物すごく静かな

環境であったと、そこに工事車両が入ってくると

いうことで不安に思われている方が多いのかなと

いうふうに思います。 

 その辺の方々にも理解を得れるようなしっかり

とした対応をお願いしたいというふうに思いま

す。 

 もう１点、実際に一般廃棄物処理場が稼働した

場合、パッカー車の車両がどこを通るのかという

のは、以前にも議論があったかというふうに思い

ます。ここで改めて確認したいと思います。 

○梅津義則生活環境課長 ごみ収集車の搬入経路

でございますが、こちらは向陽通から明向大橋を

通るルートについて交通量、振動等の調査を実施

したところ、向陽通の入り口では現状で相当数の

車両通行量がございまして、これは通学者の送迎

車両も多いということが一つの原因になっている

というふうに思われます。 

 このようなことから、市の委託車ですとか、許

可業者の車両につきましては通行時間の調整や道

道網走公園線から明治地区に上がっていくルート

が望ましいのではないかというふうに考えていま

す。 

○金兵智則委員 パッカー車の経路について答弁

をいただきました。 

 それ以外にもう１点、今現在も市民の皆様は八

坂の処分場へ自家用車などで直接運んでいらっ

しゃる方がいらっしゃいます。新たに明治に処分

場ができたときにも自家用車で運ばれる方がおら

れるというふうに思います。 

 近くには学校があり、通学路に指定されている

道路もありますので、何らかの規制をかけるよう

な対応は考えられますでしょうか、お伺いしま

す。 

○梅津義則生活環境課長 個人車両のごみの持ち

込みについてだと思いますが、この辺については

ルートを限定するというのは難しいということも

ありますが、今後、開催予定の廃棄物減量化と推

進懇話会におきまして車両の通行時間の調整です

とか、ルートの限定などを検討するほか、全体と

しての持ち込み車両を減らす方法などについて委

員の皆さんと協議をしながら検討を進めてまいり

たいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 今後、さまざまな問題といいま

すか、課題が上がってくるのかというふうに思い

ます。細かいこともあるのかなというふうに思い

ますけれども、最新の注意を払って進めていって

いただきたいということを要望いたしまして、最

後の質問に移ります。 

 最後に濤沸湖水鳥・湿地センター管理運営事業

であります。来年度、新たに映像機器類が整備さ

れるということ、また映像素材についても整備し

ていくということでありましたけれども、内容に

ついて御説明をお願いします。 

○吉村学生活環境課参事 濤沸湖水鳥・湿地セン

ターの映像機器の関係でございますけれども、現

在、館内ではレクチャー室におきまして濤沸湖の



－ 64 － 

四季を紹介した13分の映像、濤沸湖生命のゆりか

ごといったものを上映しておりますが、観光ツ

アーで来館される方については滞在時間が非常に

短いというようなことを理由に観賞する時間がと

れないというようなケースが多く見られておりま

す。 

 これに対応するために職員やボランティアの撮

りためた四季折々の自然やタイムリーな自然情

報、また観光情報といったものを短い映像で紹介

し、満足度アップとリピーター向上を図りたいと

考えておりまして、そのための映像機器、大型テ

レビモニター、システム関連などの機器の整備を

行いたいと考えております。 

○金兵智則委員 もう１点、特にタイムリーな自

然情報映像はホームページと連携して情報発信

し、広くＰＲするというふうになっておりますけ

れども、この施設は学習施設としての一面、それ

から観光施設としての一面があるというふうに私

は考えております。 

 より施設を利用していただくためには、ＰＲ方

法もターゲットに合わせたものが必要になってく

るというふうに思いますけれども、観光部でもセ

ブンミュージアムＰＲ事業の中にこのセンターは

含まれているというふうに思います。 

 それぞれで個別にＰＲしていくよりも、相乗効

果が上がるようなＰＲが必要かというふうに思い

ます。 

 また、先ほどリピーターの向上という話もあり

ましたけれども、特に季節によって違う自然環境

を見ることができる施設として、次は夏に来てみ

たい、冬に来てみたいなどというふうに思わせる

ＰＲをしていただきたいというふうに思いますけ

れども、見解をお伺いいたします。 

○吉村学生活環境課参事 委員のおっしゃるとお

りだと思います。 

 団体客に対する対応といたしまして、今後も滞

在時間に応じた体験プログラムを企画するなどし

て施設の認知度と満足度の向上には努めていきた

いと考えております。 

 また、ホームページの充実を図るために更新作

業も随時行っておきまして、英語版ページの新

設、ガイドブックの他言語版をダウンロード可能

な状態にアップするなど、海外へＰＲしていくと

ともに、タイムリーな自然情報などホームページ

上で動画配信するといったような取り組みも検討

いたしまして、濤沸湖の魅力を情報発信してまい

りたいと考えております。 

○金兵智則委員 さらなるＰＲ効果が出てくるよ

う期待して、私の質問を終わりたいと思います。 

○七夕和繁委員長 次、平賀委員。 

○平賀貴幸副委員長 それでは、質問をさせてい

ただきます。 

 最初に生活保護に関して端的に伺ってまいりま

す。 

 年々増加する生活保護の中には、どうしても就

労に結びつけることが困難なケースもあれば、自

立へ向かって必要な支援を重ねていけば就労につ

ながるケースもあり、生活保護に至る前のセーフ

ティーネット機能と、生活保護になった後のそこ

から自立へと向かう機能の両方が強化されること

が大切だというふうに思います。 

 現状、網走市ではこうしたことについてどのよ

うな取り組みが行われ、どの程度の効果を上げて

いるのか、また新年度に向けて生活困窮者自立支

援法を踏まえてどのような取り組みに進んでいく

のか伺いたいと思います。 

○鳥井本和義社会福祉課長 生活保護の就労支援

についてですが、当市におきましてはハローワー

クと連携いたしまして生活保護受給者等就労自立

促進事業を行っているほか、民間職業紹介プログ

ラム事業の二つの事業を行いまして、就労支援を

行っているところでございます。 

 成果なのですが、１点目の生活保護受給者等就

労自立促進事業におきましては、平成24年度７名

の方が参加いたしまして就労を開始した方が３名

いらっしゃいます。 

 ２番目の民間職業紹介プログラム事業につきま

しては、２名の方が参加されましたが、残念なが

ら就労に結びついてはおりません。 

 次に、自立相談支援事業につきましては、昨年

の臨時国会で成立いたしまして、福祉事務所を設

置する自治体は自立相談支援事業が義務づけられ

たところであります。平成27年４月からの実施に

向けて全国各地でモデル事業が行われており、当

市においても平成26年10月からのモデル事業を予

定しているところでございます。 

 この事業の目的は、生活困窮者に対する自治体

の相談窓口が地域によっては生活保護法に規定す

る要保護者に対応する福祉事務所以外は十分に整

備されていない状況にあるなど、生活保護受給者
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以外の者への個別的な支援が全国統一的な制度と

して実施されていないため、生活保護に至る前の

段階で早期に支援を行う体制を構築するものと

なってございます。 

○平賀貴幸副委員長 新年度からのモデル事業も

含めて理解をさせていただきました。 

 トータルで９人の方々が何らかの形で就労に向

けた取り組みをされて、結果として３人が就労に

結びついたということだと思いますけれども、状

況からいうと必ずしも多くなっていないのかなと

思いますが、大体、毎年このぐらいの状況なので

しょうか。また、こういった状況を行政としては

どのように評価されているのでしょうか。 

○鳥井本和義社会福祉課長 就労支援の取り組み

につきましては、大体、毎年この程度の参加とい

うことになっておりまして、参加は御本人の必ず

同意が必要となってくるものですから、なかなか

こちらで強制的に行うということはできないとい

うことで、ちょっと参加する人数が少ないという

ような状況になってございます。 

○平賀貴幸副委員長 そういった状況は私も理解

をさせていただくところであります。 

 ただし、釧路市などを見ていると、その人数が

ふえていくための取り組みをしっかり行っている

自治体もあるわけでありまして、そういったとこ

ろを参考にしながらぜひ、参加する人数がふえる

ような取り組みをしていただきたいのですが、そ

のための一つの方策として一つ御提案なのですけ

れども、北海道オホーツク総合振興局では管内の

事業者とボランティア活動支援事業にかかわる対

象者受け入れにかかわる協定書を結ぶ取り組みと

いうのを今年度から始めておりまして、４月から

そういった形の事業所が幾つか管内に生まれると

いうふうに伺っています。 

 この事業は、各事業所内において就労ではなく

てボランティア活動として対象者になる生活保護

受給者を受け入れることで、就労体験を行うこと

や社会との接点を結ぶことを目的とするものであ

りまして、今後、積極的に進められることが私は

望ましいというふうに考えるものであります。 

 恐らく市内の事業所と振興局が協定を今後、結

んでいこうともあり得るだろうというふうに十分

思われるのですけれども、積極的にこうした道の

政策にも協力しながら、就労へと歩みを進める生

活保護受給者をバックアップすることが網走市と

しては必要ではないかというふうに思いますが、

このあたりはどう捉えていらっしゃるのか見解を

伺いたいと思います。 

○鳥井本和義社会福祉課長 委員のおっしゃって

いる事業につきましては、就労意欲喚起等支援事

業だと思われますが、その事業につきましては現

在、オホーツク総合振興局でどの程度の成果が得

られるのか、情報をお聞きしながら事業の実施に

ついて判断していきたいというふうに考えている

ところでございます。 

○平賀貴幸副委員長 状況を見ながらということ

で理解をさせていただきますが、先ほど申し上げ

たとおり、その約９人程度しか毎年、就労に関す

る事業に出ないということですけれども、今、申

し上げた事業はその手前のものでありますので、

この９人をふやすための事業だということをま

ず、ぜひ御理解をいただいた上で、ぜひこれは道

の実施する事業ですけれども、網走市としても積

極的に協定を結ぶ企業が網走市内にふえるという

取り組みをしていただきたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

○鳥井本和義社会福祉課長 委員のおっしゃると

おりだと思いますので、振興局が協定を結んでい

る事業所を確認させていただきながら、今後、進

めていきたいというふうに考えております。 

○平賀貴幸副委員長 就労の入り口の問題であり

ます。ぜひ、ここからまずは就労の手前の活動に

参加して、社会に復帰するというのでしょうか、

社会の中で自分が役に立つ存在なのだということ

をまず自覚しなければ、就労には決して進みませ

んので、まずここからぜひ進めていただきたいと

いうふうに思います。 

 次の質問に移らせていただきます。次の質問

は、障がい者の地域生活支援について何点か伺っ

てまいります。 

 最初に、就労支援の取り組みについてでありま

す。 

 市議会議員当選当時から何回もこの障がいのあ

る方の就労に関する予算が、網走市には障がい福

祉サービスの関係の予算を除くと毎年ゼロである

ということを指摘させていただいておりますが、

このたび予算が幾つかついたということは率直に

評価をするところであります。ここからがスター

トでありますので、どのような展開を示すのかと

いうことを伺っていきたいというふうに思いま
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す。 

 先ほども金兵委員のほうからジョブコーチにつ

いて質問があったところでありますが、私からも

少し伺います。 

 そもそも１号のジョブコーチ、いわゆる福祉事

業所の中でジョブコーチとして養成研修の修了者

が少ないことと、それから職務として１号のジョ

ブコーチで活動できる方は網走管内にたった１人

だけという状況に変化はないのだというふうに理

解しておりますが、まず、このことについて改善

することが必要だというふうに思いますけれど

も、どのように取り組みを進められるのか伺いた

いと思います。 

○鳥井本和義社会福祉課長  管内で１名しかい

らっしゃらないジョブコーチということもござい

まして、今回、新規事業といたしまして障がい者

ジョブコーチの補助事業を来年度から行うことと

したというところでございます。 

○平賀貴幸副委員長 それで１号、それから２号

のジョブコーチ、２号は企業の中で活動するジョ

ブコーチのことでありますけれども養成をすると

いうのは理解はできるのですけれども、職務とし

て１号のジョブコーチが仕事をするために要件が

ございまして、就労移行支援の事業所であるこ

と、もしくは就労継続支援Ａ型、もしくはＢ型

で、一定数以上の就労の実績があること、こうい

う要件があるものですから、もう何十年にわたっ

ても実は１人しか網走管内にいないという状況が

変わらないのです。このことに対してどのような

取り組みを網走市としてはされるのか、もう一

度、答弁をお願いします。 

○酒井信隆福祉部長 今、平賀委員のほうからお

話があったようにジョブコーチについてはなかな

か各市町村で、そのジョブコーチという事業が進

まないという現状にありました。 

 今、お話あったように、移行事業とか、そうい

う各事業所が網走でも最近活発に指導がされてお

りますので、その辺も踏まえて今回、ジョブコー

チと、事業を立ち上げて、何とか網走で管内でも

なかなか進んでいないところ、網走が率先して

やっていこうという意気込みで今回、新しい事業

を立ち上げたというところでございます。 

○平賀貴幸副委員長 その意気込みはよしという

ところだと思います。ぜひ、進めていただきたい

と思いますが、そのためにもやらなければいけな

いことがもう一つあると思っています。 

 これは国のとある一つの機構のルールで就労移

行支援の事業所の人、もしくは就労継続支援で一

定の就労実績のあるところしか１号ジョブコーチ

で活動できないというふうに要綱で定められてい

るからにほかなりません。法律で決まっているわ

けでも何もなく要綱です、たった一つの機構なの

です。 

 このことについては、しっかりと商工と連携を

しながら国に対してやはり行政は抗議をしていっ

ていただきたい、この条項が変わらないからいつ

までたってもずっと１人の状況が続いて、網走市

は今、頑張ろうとしていますけれども、そういっ

た厳しい状況なのでぜひそこは抗議をしていって

いただきたいというふうに思っています。このこ

とは要望ですので、次の質問に移っていきます

が、１号ジョブコーチ、あるいは２号ジョブコー

チが網走市内の養成をされていく、現在もその資

格を持っている方は何人かいらっしゃるのですけ

れども、そういった養成を受けた後というのも実

は重要だと思います。 

 職場内でせっかく研修してきた内容を今度は共

有していかなければならないわけですけれども、

その共有がなかなか容易ではないということも予

測できるわけであります。 

 そうすると、研修終了後の連携が重要になって

くるのですけれども、どうやって各事業所間の連

携をするかということをやはり想定しておかなけ

ればいけないと思います。ジョブコーチさんが孤

立しないような取り組みが必要ですけれども、ど

のような展開が想定されているでしょうか。 

○鳥井本和義社会福祉課長 １号、２号のジョブ

コーチを受講した方々につきましては、その後、

自立支援協議会の中で交流の場をつくっていきた

いと考えておりますので、その中で情報交換やス

キルアップなどをしていったり、障がい者の就労

支援に積極的に取り組んでいただきたいというふ

うに思っております。 

○平賀貴幸副委員長 自立支援協議会の中でとい

うことで、それも一つ大事な方法だと思います。 

 一方で、今年度、障がい者理解促進啓発事業と

いうことの中でも研修会を行ったり、交流をした

りするというふうに伺っておりますけれども、そ

の中でもこのジョブコーチの資格を持った方は活

躍していただいたり、交流したりしていただく必
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要があると思いますけれども、その点については

どのようにお考えでしょうか。 

○鳥井本和義社会福祉課長 障がい者同士が夢を

語るお茶会につきましては、まず１回目を５月に

行う予定としております。 

 それで、その自立支援協議会が主体となって行

うこととなりますので、その中でジョブコーチの

方を招いてということも考えられるかなというふ

うに考えております。 

○平賀貴幸副委員長 自立支援協議会の中でわ

かったのですけれども、もう一つ、私が申し上げ

たのは障がい者理解促進啓発事業の中でのジョブ

コーチさんたちの絡みが出てこないのかどうかと

いうことなのですけれども。 

○酒井信隆福祉部長 啓発事業の中でやはりジョ

ブコーチというものを企業の方、また事業者の方

に知っていただくためには、その啓発事業でお互

いに障がい者のことをよく知っていただく、また

ジョブコーチのことも知っていただく、そういう

ような啓発事業にしていきたいと思っておりま

す。 

○平賀貴幸副委員長 ジョブコーチだけに限ら

ず、恐らく障がいのある方々の特性も含めて企業

の方に理解していただくということも、この障が

い者理解促進啓発事業にとっては多分、重要なの

だと思います。 

 私は、こうした交流会をきっかけにして次のス

テップをどうするかということが実は大事だとい

うふうに思っております。 

 網走市にも、障がい者の雇用につなげていくた

めの職親会が設立されることが望ましいというふ

うに実は考えておりまして、お隣の北見市では名

寄や士別の職親会が中心となって働きかけを行っ

た結果、職親会が既に設立をしております。 

 こうした状況を踏まえて、各種の職親会などと

も連携をしながらぜひこの交流会をきっかけに網

走市にも障がい者の方の職親会の設立へとつなげ

ていっては思いますが、行政としてはどのような

意図をお持ちでしょうか。 

○鳥井本和義社会福祉課長  職親会の関係です

が、北見市で職親会ができたというのは承知して

おります。網走市におきましては、何度も名前が

上がっている自立支援協議会の中で議論させてい

ただいて、前向きに検討していければなというふ

うに考えております。 

○平賀貴幸副委員長 ぜひ、自立支援協議会の場

とあわせて障がい者理解促進啓発事業の場所も活

用して、そういう形につなげていっていただきた

いというふうに思います。 

 また、職親会がもしできることになれば、一定

の予算措置も多分必要になると思います。設立に

至った際には一定の支援を行うべきだろうという

ふうに考えますので、ぜひそこを念頭に入れなが

ら事業の推移を見ていっていただきたいというふ

うに思います。 

 それでは次の質問に移りますが、障がい福祉

サービスにおける相談支援関係の内容について幾

つか伺います。 

 市内には二つの相談支援、指定相談支援事業所

があるのと、それからケアプラン、個別支援計画

をつくるための相談支援事業所があるというふう

に理解をしております。 

 現在の法律のもとでは、ケアプランの作成が義

務づけられておりますから、年度がかわるこれか

らの時期が１年間の間で最も忙しい時期になると

いうふうにも思います。 

 そもそも３年でしたでしょうか、猶予期間の間

にケアプランを全て整える必要があるというふう

に理解をしておりますが、現状はスケジュールど

おり順調に進んでいるのか、遅れ気味なのか、ま

たそれに対してどのような対処を進める考えなの

か伺いたいと思います。 

○鳥井本和義社会福祉課長 サービス等利用計画

の作成状況につきましては、平成25年12月段階で

障がい者総合支援法分が16.2％、児童福祉法分が

1.8％と、かなりおくれている状況になってござ

います。 

 当市では法施行当初、サービス等利用計画を策

定する指定特定相談事業所は２カ所でしたが、平

成25年12月に１カ所、平成26年１月に１カ所をそ

れぞれ指定し、現在は合計４カ所の指定特定サー

ビス事業所があります。 

 この２カ所の追加指定にあわせて平成26年１月

以降は新規のサービス利用者及びサービスの更新

を行う者については、全てサービス等利用計画の

策定を行うこととし、サービス提供事業所及び相

談支援事業所を対象とした説明会を行い、現在に

至っているところでございます。 

○平賀貴幸副委員長 ２カ所ふえたとはいえ、か

なりこれは厳しいスケジュールだなというのを理
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解させていただきました。 

 実は、他市を見てると新規の児童に限ってです

けれども、網走でいうこども発達支援センターが

その部分は担っていて､継続の分を小学校以上の

児童の放課後児童デイなどをやっている事業所を

含めて担っているというふうに分業体制を引い

て、何とかこのパーセントを上げているのですけ

れども、網走市の場合はそういう考え方は持って

いなかったのでしょうか。 

○鳥井本和義社会福祉課長 ケアプランの分担に

ついてでありますが、今現在ある４カ所はそれぞ

れ障がい者総合支援法に基づく計画、児童福祉法

に基づく計画のいずれにも対応することができま

す。 

 どこの相談支援事業所に計画の策定を依頼する

かについては、制度上では基本的にはサービス利

用者が決定することとなりますが、利用者からの

問い合わせなどがあった場合については、その時

点で各相談支援事業所が計画作成を担当するサー

ビス利用者の数などを勘案しながら、市のほうか

らサービス利用者へ相談事業所を紹介するなど、

振り分けを行っているところでございます。 

○平賀貴幸副委員長 新しくつくるわけですか

ら、時間はどうしてもかかるのですけれども、そ

れでも継続利用の方のほうがそれほど時間はかか

らず、ただ新規の利用者の方はとても時間がかか

る。そうすることによって、その分業体制を引い

ていくことのほうがスムーズに進むというのは他

市を見ていると明らかでありまして、特に児童は

最初の入り口はほとんどがこども発達支援セン

ターになるわけで、そこの部分で新規の計画はつ

くると、継続の児童についてはそれ以外の事業所

でつくるという形で、明確に区分をしたほうが仕

事としてはスムーズなのですけれども、その辺は

今後、考慮されるでしょうか。 

○酒井信隆福祉部長 今の区分の関係なのですけ

れども、先ほど課長が答弁したように、若干、網

走市はおくれ気味であります。 

 その中で、今、区分という前に全ての方の計画

を立てようということで、発達支援センターにお

きまして相談員を専属で１名という形で配置をす

る予定となっております。 

 その中で、今、委員がお話あったように、将来

的にその辺の新規と、それから継続のモニタリン

グの分とありますけれども、ただ、やはり委員が

お話あったように新規の分は結構、手間がかかり

ますし、時間もかかります。この方々に全て新規

をやらせるのか、モニタリングも含めてやったほ

うがバランスがとれるのかというものは今後、検

証していきたいと思っております。 

○平賀貴幸副委員長 それぞれのやり方がありま

すので、今がちょうど過渡期といいますか、一番

大変な時なものですから、少しでもその分業体制

を引くことでスムーズに流れればということで意

見を申し上げましたので、その辺は状況を見なが

ら進めていただければと思います。 

 次に、この相談支援の予算名について伺いま

す。これは、どこの町でも声が上がっていること

で、恐らく網走でも例外ではないと思うのですけ

れど、指定相談支援事業所には自治体から一定の

人件費に当たる経費が支出されているところであ

ります。 

 そこに加えてケアプランの作成にかかわる報酬

があるという状況になりますけれども、それでも

経費的には厳しい状況にあるのだというふうに理

解をするところです。 

 さらに、ケアプランを作成するために今回、新

たに追加された相談支援事業所の場合は、さらに

状況は深刻でありまして、かなりの数のケアプラ

ンをつくらないと、人件費すら捻出できず、その

多くは経営的に大幅な赤字を出しながら、なかば

ボランティアのように義務とされたケアプランの

作成を行っているのが現状だというふうに認識し

ています。 

 網走市でも同様な状況にあるのではないかと思

いますが、現状はどのように認識されているで

しょうか。 

○鳥井本和義社会福祉課長 計画策定にかかる給

付費についてでございますが、委員のおっしゃる

とおりそういうお話をよく耳にいたします。 

 その増額につきましては、北海道市長会などの

会議でも課題に取り上げられておりまして、北海

道市長会からの要望として取り上げるか否かにつ

いては、現時点では保留扱いとなっているところ

でございます。 

 今後、北海道市長会において検討が行われるこ

ととなりますが、当市においてはその動向を見据

えた上で対応を検討していきたいというふうに考

えております。 

○平賀貴幸副委員長 この問題は国の制度設計の
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不備だと言わざるを得ないのだというふうに思っ

ています。 

 特に、道内の自治体は移動だけでも往復、最低

30分以上、場合によっては１時間以上かかるとこ

ろもあるのは御承知のとおりでありまして、本州

よりもこの計画をつくるために働く人の負担とい

うのは過重になるということは容易に予想できる

ものであります。 

 こうした状況をやはり改善するには、市町村が

声を上げていくというのは近道であります。今も

答弁ありましたけれども、これは正式に要請とし

てぜひ国に上げるべきものと思いますので、強く

働きかけを行っていただきたいと思いますし、あ

わせてこうした状況は各市町村、力を合わせて

しっかり調査した上で、状況によってはマスコミ

にも現状をきちんと訴えいくというのは大事だと

思うのでけれども、その辺も含めて見解はいかが

でしょうか。 

○酒井信隆福祉部長 その辺につきましては、

今、課長のほうから答弁がありましたように北海

道市長会のほうの様子を見る、ただ、現場を持っ

ているのは市が現場を持っているわけなので、一

番、その状況というのは市が把握ができるという

立場であります。 

 その辺も含めて、現場をしっかりと皆さんの御

意見を聞きながら、また他市町村の状況も踏まえ

て、それをどのように道のほうに伝えて、また国

のほうに言っていくかという部分については今

後、検討していきたいと思っております。 

○平賀貴幸副委員長 ぜひ、積極的に取り組んで

いただきたいと思います。 

 次に、こども発達支援センターの運営について

伺います。 

 現在は、嘱託職員に加えて常勤職員も２人だと

伺っていますけれども、加わって保育園との人事

交流も行われているというふうに伺っておりま

す。数年前に比べると大きな前進であるというふ

うに評価をするところです。 

 さて、北海道の早期医療システムが変更になっ

て久しいのですけれども、この間、ふえ続ける

ニーズに網走市のこども発達支援センターを含め

て各地のセンターは対応を進めているというふう

に思いますけれども、最初に現在、子どもたちの

利用状況と混雑状態がどうなっているのか伺いた

いと思います。 

○松野憲司子育て支援課長 実際的には、近年に

なりまして子どもさんの利用状況はふえている

と、徐々にふえているという状況にございます。 

 これまで二、三年の内容では、大体、当初の４

月現在で登録人数は50名から60名程度の登録とい

うことでございましたけれども、今年度４月１日

からはおおむね75名程度が登録されるのではない

かというふうな形で現状はふえている、また各年

度の延べ利用数につきましても、おおむね年間延

べ数で1,600名程度前後で推移しておりましたけ

れども、今年度は約2,000名近くにまでなる利用

状況になるのではないかというな状況でございま

す。 

○平賀貴幸副委員長 増加傾向が著しいというこ

ともわかりましたが、具体的に申し上げますと週

に１回通えるかどうかという形なのかなと、それ

がまた週１回の予定に別の都合が入ったり、風邪

を引いてしまうと次の予定はなかなか立てないよ

うな状況なのかなと思いますが、そういう認識で

間違いないでしょうか。 

○松野憲司子育て支援課長 療育指導員につきま

しては、原則週１回の利用ということでの考えで

ございます。 

 ただ、いろいろな状況で休まれたりした場合

は、週間の月を含めた週間のスケジュールという

のは一定数、それぞれ割り当てをして決められて

いるところなので、臨時的に再度、追加というの

はなかなか難しい状況にあるというのが現状で

す。 

○平賀貴幸副委員長 混雑の緩和策については次

の質問にさせていただきますので、先に実際の療

育の体制について伺いますけれども、現在、療育

を行うためには医療機関などと連携しながら進め

られているのだと思います。 

 恐らく対処方法は作業療法が中心になっている

のだろうなというふうに、最近の傾向を見ると感

じます。 

 特に、発達障がいやＰＤＤ、広汎性発達障がい

などの自閉症スペクトラム障がいに関する療育を

進めるのには、正直に申し上げまして作業療法で

は一定の限界があります。ＴＥＡＣＣＨやＡＢ

Ａ、応用行動分析など、行動療法や教育法からの

アプローチも欠かせません。これは道立緑ヶ丘病

院のサテライト診療として網走市向陽ヶ丘病院に

児童外来があります。私はそこで療育担当の保育
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士をさせていただいた経緯もありますのでわかり

ますが、網走管内のほかの病院との連携では作業

療法がどうしても中心になる傾向が強くなるとい

うふうに思います。 

 以前は、こうした状況に対処するために先ほど

申し上げた緑ヶ丘病院と連携をしたり、あるいは

網走市でも兵庫県明石市のＮＰＯ法人つみきの会

の藤坂代表が網走に入った際に研修をお願いし

て、当時の療育センターでも実施してもらうなど

したことがあるわけですけれども、行動療法に関

するアプローチも進めていく必要があると考えま

すが、いかがでしょうか。 

○松野憲司子育て支援課長 実際的には網走市に

おいては委員からお話があったとおり、作業療法

士が中心となっております。 

 ただ、これにつきましては北海道の児童発達支

援事業の中で美幌の療育病院や旭川の発達支援セ

ンターなどから専門的スタッフを年６回ほど養成

をして、さまざまな研修なども含めて、また子ど

もの状況を見ていただくなどということで、臨床

心理士、また言語聴覚士というような方々のそれ

ぞれの御指導などをいただいております。 

 また、さらに道の道東地域センターきら星とい

うところがございまして、そこでの所長さんであ

ります臨床心理士の御意見なども伺っているとこ

ろでございます。 

○平賀貴幸副委員長 各機関の状況だとか、考え

方だとか私も理解はしているのですけれども、そ

れでもやはり作業療法中心で、若干、行動療法や

教育法のアプローチは足りないという状況に私は

あるというふうに思います。それらの事業所とい

いますか、センターの特性からいっても多分、足

りなくなるだろうというふうに思いますので、ぜ

ひこの辺は旭川にはこの行動療法を専門にやって

いる病院も実はあったりするのですけれども、さ

まざまなところにアプローチをしながら状況の改

善にぜひここは努めていただきたいというふうに

思いますので、要望させていただきます。 

○七夕和繁委員長 平賀委員の質疑の途中ではあ

りますが、ここで、暫時休憩をいたします。 

午後１時55分休憩 

────────────────────────── 

午後２時05分再開 

○七夕和繁委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 平賀委員の質疑を続行いたします。 

○平賀貴幸副委員長 それでは、続けさせていた

だきます。 

 次に、混雑の緩和につながるだろうと思われる

ことについてなのですけれども、これは教育委員

会に対して19日にも伺おうと思っていたのですけ

れども、主はやはりこちらなのかなと思います。 

 いわゆる小１プロブレムですか、これに対する

対処方法でもあります。幼稚園や保育園でも、先

ほど申し上げた行動療法の利点と手法について理

解していただくともに、こども発達支援センター

だけではなくて、幼稚園や保育園でも実践してい

ただくことが必要だというふうに思っています。 

 これが混雑の緩和にもつながります。つまり、

幼稚園や保育園で実践できるレベルのものはこど

も発達支援センターに回さなくてもいいというこ

とにつながるということです。そうすることで、

混雑の緩和ができますから、適切な回数の療育を

受けやすい環境を整えることにつながりますし、

センターの職員の方々が問題行動の強いお子さん

のいる教育機関などに対して、早期集中会議を行

うためにも必要な余裕をつくることにつながって

まいります。 

 端的に表現しますと、教育法である行動療法の

応用分析ＡＢＡなどを正しく進めれば、座れない

子どもを座ることができるようにするというのは

容易なことでありまして、こうした点は保育や幼

児教育機関で知識さえあれば別に専門の療育機関

の介入がなくても実践できることでありますか

ら、ここはぜひ子育て支援課としても検証を含め

て進めていっていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○松野憲司子育て支援課長 実際的なお話があり

ました行動療育法というのは、取り組んでいると

ころではございませんけれども、職員のスキル

アップなどを含めた研修を含めて今後、検討させ

ていただきたいというふうに思っています。 

○平賀貴幸副委員長 ぜひ、適切な推進されるこ

とをここは願っております。 

 また、そのためにも早期発見ということが大切

だという状況には変わりはありません。そのため

に大切なのは、やはり３歳児健診であります。 

 数年前までは、３歳児健診ではわからない場合

が多いとされておりましたけれども、特に発達障

がいについては特徴的な発達状況がかなり研究が
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進んだ結果、明らかになっておりまして、正しい

知識さえ共有していれば、その多くは３歳児健診

でほとんど判断が可能な状況に今はなっていると

いうふうに理解しています。 

 ですから、私は３歳児健診の際に注意すべきポ

イントをもう少し整理をして、特徴的な反応を見

逃さずに見ることとあわせて、保護者に適切な質

問をしていくことをきちんと行っていけば、かな

りの範囲で発達障がいのある可能性のあるお子さ

んというのは特定可能と考えるのですけれども、

現状はどのように取り組まれているでしょうか。 

○林幸一健康管理課長 発達障がいなどに対する

取り組みにつきましては、幼少期からの発見が大

きなポイントになると思っております。 

 こうしたことから、平成22年と23年の２回にわ

たりまして、発達障がい専門の医師に来ていただ

きまして、保健師による発達障がいに関する学習

会を実施いたしまして、研修に取り組んでまいり

ました。 

 近年、３歳児健診の問診の中で子どもの気にな

る行動などにつきまして、以前より詳細な聞き取

りと観察を実施することとし、関係機関への橋渡

しについての相談に取り組んでいるところであり

ます。 

○平賀貴幸副委員長 ぜひ、進めていただきたい

のですけれども、実はお子さんの状況を見るのも

大事なのですけれども、保護者の方への質問、聞

き取りというのも大変大事です。 

 具体的には、話す言葉の文節量、１文節なの

か、２文節なのか、３文節なのか、その年齢に応

じた発達段階というのがありますので、そこはど

うなのか。また、大人な子どもとの遊び方がどう

いうふうになっているのか、それから偏食の状況

はどうなのか、抱っこされたときに反り返り反応

があるのか、ないのか。また、視線の動きによる

興味、関心の対象がどう状況変化するだとか、そ

ういったことを見ていくこと。それから、用途の

概念、ものの用途の概念の形成過程だとか、感情

の動きと感情が高ぶったときの行動がどうなるの

か、そういったことを聞き取っていくだけでも、

ある程度、そのお子さんに発達障がいがあるのか

ないのかというのを推測することは実は可能で

す。５歳になってからというのもありますけれど

も、療育を行う点を考えると５歳での発見は遅い

と言わざるを得ません。 

 こういったことを考えて、ぜひ支援はやってい

ただきたい、３歳児健診のときの保護者への聞き

取りというのを強化していただきたいと思いま

す。 

 また、障がい受容の問題についてであります。

これは、様相が大きく変わってきたと私は最近思

うところがありまして、もちろん初めて自分の子

どもに障がいがあるかもしれないと聞いたときに

は、保護者は少なくても冷静さを失うには十分な

ほどのショックを受けるわけなのですけれども、

現在の障がい児を取り巻く状況は支援費に始ま

り、障害者自立支援法へと移っていったころとは

様相を変えております。むしろ、プラスに捉えら

れる要素も随分出てきました。 

 正しい知識に基づいて適切なアドバイスができ

れば、障がい受容の問題も実は乗り越えられる時

代に今なってきているなというふうに感じている

者の一人です。 

 こうした点についてもぜひ、行政として取り入

れていってほしいと思いますが、現在の対応状況

はいかがでしょうか。 

○松野憲司子育て支援課長 障がいにかかわるケ

アというようなことでのお話でございますけれど

も、さまざまな関係機関と連携をする中で、それ

らの対応ということで、保護者へのかかわり等含

めた中で対応していくということでやっていきた

いなというふうには考えてございます。 

○平賀貴幸副委員長 なかなかこの辺は情報がう

まく整理できていないのだろうというふうに思い

ますが、障がい受容の問題は明らかに変わりつつ

あるものであります。ぜひ、この辺は状況をよく

福祉事業者たちと協議をしながら、何が変わって

きたのか調べていただきたいなというふうに思い

ます。 

 次の質問に移りますが、同じく障がいのある

方々や高齢者世帯への支援のことについてであり

ます。 

 実は網走市の水道料のことなのですけれども、

水道のときに細かいことは伺っていこうと思いま

すが、恐らく政策立案するのは福祉だろうと思い

ますので、ここでまず触りの質問といったらあれ

ですけれども、質問させていただきます。 

 道内では、幾つかの自治体で生活保護世帯だけ

ではなくて、母子世帯や重度の障がいのある方々

の世帯や高齢者の世帯の水道料を割り引きをする
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という形で行っている自治体がございまして、私

が調べたところ、富良野市、旭川市、滝川市、室

蘭市、恵庭市、小樽市、砂川市、夕張市、士別

市、歌志内市、北広島市、北見市の市だけで12市

で行われておりました。ここに、深川、釧路を加

えると、生活保護に加えて低所得者にもやってい

るというところで、そこまで入れると14なのです

けれども、調べた限り道内12市で、今、申し上げ

たような形で割り引き制度が存在をしていること

がわかりました。 

 全国に広げてみてもかなりの状況でやられてい

るのだなと、特に夕張市でやられているのが特徴

的だなと、これは総務省が許可したということで

すから、一つやる方向性としてはあるのだなとい

うふうに思ったところであります。 

 何の質問をするかというと、ちょうど４月から

は消費税も上がり、水道料も上がるという状況で

ありますから、こうした状況をかんがみると、

今、申し上げたような方々の経済的負担というの

は当然、多くなるわけであります。 

 ぜひ、社会福祉課としてこういった支援制度が

他市にもあるのだということを認識をしていただ

いた上で、何らかの政策立案をしていただければ

なと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○鳥井本和義社会福祉課長 障がい者のいる世帯

などに対して水道料金の割引や減免措置を行って

いる一部の自治体があることは認識をしておりま

すが、当市においては生活保護世帯に対して下水

道使用料の減免措置を行っているところでありま

して、障がい者の方については対象となってござ

いません。 

 水道については、御存じのとおり企業会計と

なっておりますので、水道料金の割り引きなどに

つきましては担当部署で調査研究を進める項目で

はないかと考えております。 

○平賀貴幸副委員長 それでは、日を改めて質問

をしていきたいと思います。 

 最後に、看護スタッフの確保対策について伺い

ます。 

 新年度には病院の看護スタッフ確保に対して補

助金が新設されるなど、状況の改善に向けて網走

市が動き出すという象徴的な年に来年度はなるん

だというふうに認識をしているところでございま

す。 

 一方で、これからの地域医療と地域福祉を支え

るためには、在宅福祉と在宅医療が重要となりま

すので、医療の分野でいえば訪問診療や訪問看護

が大変重要なウエートを占めてくるようになりま

す。 

 国も制度改正の中で医療、福祉面でも、ここに

シフトしてくることは明らかになっているところ

でありまして、訪問看護はこの中でも重要な役割

を果たすことも御承知のとおりだというふうに思

います。 

 今回の補助事業についても種々議論があったと

ころですが、病院を対象にされておりますので、

恐らく訪問看護についてはアプローチされていな

いのではないかと推測しますけれども、網走市と

してはどう考えていらっしゃるでしょうか。 

○林幸一健康管理課長 地域医療を支える基盤で

あります医療従事者が不足するということは、地

域の存続に向けて大きな影響を及ぼすものである

と認識しております。 

○平賀貴幸副委員長 認識はわかりました。 

 私は、訪問看護における看護スタッフの不足状

態というのは多分あるのだというふうに思ってお

りまして、そこの確保についても大変な御苦労が

あるのだというふうに思っている者の一人であり

ます。 

 ここに対する支援は、今回の補助事業とは別な

形で私は必要であろうというふうに思うのですけ

れども、来年度の事業にできるかどうかはさてお

き、この訪問看護の看護スタッフの確保に対する

何らかの支援策、網走としては検討が必要だと思

いますが、いかがでしょうか。 

○林幸一健康管理課長 今後、著しく高齢化が進

展することも予想されております。 

 これに伴う訪問看護など、医療ニーズの増加も

見込まれるところであると思います。 

 主治医、ケアマネジャーなどとの調整能力や看

護技術など、医学の総合的な知識が求められる訪

問看護師におきましては、今後、ますますその人

材確保が求められてくるものと思います。 

 スタッフの確保につきましては、その活動など

についての周知なども支援の一つと思われます。

今後、支援のあり方について研究してまいりたい

と思います。 

○平賀貴幸副委員長 病院の中にある訪問看護ス

テーションももちろんありますので、今回の支援

策は一定程度、有効になる場面もあるのかなと思
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いますが、御承知のとおり病院の中にはない訪問

看護ステーションもあるわけでありまして、そこ

に対しては現状では支援がないという状態にほぼ

なっているのだろうというふうに思います。 

 今の答弁にありましたとおり、ぜひ、そこに対

しても何らかの支援を研究していただくというこ

とでありますけれども、積極的に検討していって

いただいて、ぜひいずれかの時期に訪問看護の確

保に対する何らかの支援も網走市として初めてい

ただくことを求めて、私の質問を終わります。 

○七夕和繁委員長 次、井戸委員。 

○井戸達也委員 私からは若干、何点かについて

御質問させていただきます。 

 まず、こどもインフルエンザ予防接種助成事業

ですけれども、先ほど金兵委員のほうからいろい

ろと御質問の中の答弁でわかりましたので、昨年

に比べて若干の増額となって非常によい事業であ

るというふうに感じております。 

 また、こうした事業のおかげでことしのインフ

ルエンザの広がりも若干、少なかったのかなとい

うふうに思います。 

 有料、無料に関係なく接種の必要性の感じ方が

さまざまなのかなというふうに感じますが、学校

のほか、その他の幅広い部分で呼びかけ等も必要

であるというふうに考えます。蔓延させないため

にも効果的なＰＲをして接種率の向上に努めてい

ただきたいというふうに思います。 

 かわりまして、コンビニＡＥＤ設置事業につい

てお聞きをいたします。 

 近年、さまざまな施設に設置されているＡＥＤ

ではありますけれども、身近に人の命を救えると

いうことを考えますと、多くの場所に設置が望ま

しいというふうに考えます。 

 それを24時間営業しているコンビニに設置する

という事業で、ますます身近なところに置かれる

ということで安心できるものというふうに考えま

す。 

 現在の設置箇所の数ですか、これをお聞きいた

します。 

○林幸一健康管理課長 コンビニのＡＥＤ設置に

ついてでございますが、公共施設などに設置され

ておりますＡＥＤにつきましては使用できる時間

に制約があるなど、必要なときに使えない場合が

ございます。 

 近年、健康維持のためウオーキングやランニン

グなどに取り組まれている市民の方々もふえてき

ております。こうした取り組みは、時期や時間を

問わずに行われていますことから、ウオーキング

やランニング中における不測の事態に備え、市民

の方々が安心して健康づくりに取り組むことがで

き、また、不慮の事故などにも対応可能となるよ

う24時間営業されているコンビニ店舗に御協力を

いただき、この事業に取り組んでいるところでご

ざいます。 

 本年２月１日よりセブンイレブンとの協議が整

いまして、市内８店舗に設置しております。現

在、市内のローソン５店舗におきましても設置の

方向で協議を進めているところでございます。 

○井戸達也委員 現在、セブンイレブンに２月か

ら設置と、ローソンについては今、協議中と、ほ

かにセイコーマートも市内にはございます。こう

いったところの設置の可能性というのはどのよう

になっておりますでしょうか。 

○林幸一健康管理課長 お話のありましたセイ

コーマートにつきましては、今年度ちょっと設置

については控えたいということで設置に至ってお

りませんけれども、新年度以降も引き続き設置に

ついて協議をしてまいりたいと考えております。 

○井戸達也委員 現在のところまだセイコーマー

トのほうには至っておらず、今後の課題というこ

とでますます設置については広めていただきたい

というふうに思います。 

 この場合、店員は貸し出すという形のみで、使

うことはしないということですけれども、貸し出

した際に使い終わったＡＥＤの回収というのはど

のような形になるのか、お聞きいたします。 

○林幸一健康管理課長 例えば使うのとあわせて

救急車を呼ばれた場合には、救急車が到着後、救

急隊員によっての回収ということで消防との連携

をとろうと考えております。 

 それ以外に関しましては、申しわけありません

がコンビニのほうに返還していただくということ

になります。 

○井戸達也委員 わかりました。 

 これまで設置されているＡＥＤですけれども、

いろいろなところには設置されてきて、大変、便

利になっているＡＥＤですけれども、実際に使用

されたという例があるのかという部分を押さえて

いるのかちょっとお聞きいたします。 

○林幸一健康管理課長 現在、公共施設等に設置
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されていますＡＥＤに関しましては使用された実

績はございません。 

○井戸達也委員 使わなくて済んでいるというこ

とは、大変よいことだというふうに思いますけれ

ども、所管が違いますので、お話だけさせていた

だき答弁は求めませんけれども、ＡＥＤを使用す

る際には心肺蘇生法等の救急講習が連携、関連し

てきます。 

 こうしたことと同時に、ＡＥＤの設置と同時に

救急講習を受ける方々をふやすことも必要となっ

てくるというふうに考えますので、設置の数とあ

わせて救急講習の受講の普及にも努めていただき

たいということを申し上げまして、この質問を終

わらせていただきます。 

 続きまして、民生委員活動推進事業についてお

聞きをいたします。 

 大変な役割を担っている地域の民生委員ですけ

れども、このさまざま時代の背景によっていろい

ろな問題が提示されているというふうに思います

けれども、民生委員が扱う業務の中でどういった

課題が多いのかという部分をお聞きしたいと思い

ます。 

○鳥井本和義社会福祉課長 民生委員の相談の主

な内容といたしましては、一番大きいのが日常的

な支援ということで、これの相談が全体の大体４

分の１というところになってございます。 

 分野別に申し上げますと高齢者に関すること、

これにつきましては全体の２分の１以上というこ

とになってございます。 

○井戸達也委員 日常的な部分ということで、非

常に大きな枠の中の話になると思いますけれど

も、急速に進む高齢化に伴って本当にさまざまな

地域の問題があるようです。 

 現在、準備会で先行しながら確保をしていると

いう民生委員でありますけれども、決して十分な

数ではないというふうに私も考えます。 

 例えば、町内会では民生委員を手助けする意味

で町内会組織において民生部という部をつくって

協力体制を整えているという町内会もございま

す。 

 今後、こういった連携も含めて民生委員をサ

ポートする、そして地域の課題を解決するために

連携することが必要であるというふうに考えます

けれども、その辺についてどのようなお考えかお

聞きいたします。 

○鳥井本和義社会福祉課長 民生委員の負担軽減

につきましては、井戸委員がおっしゃられたよう

に町内会などとの連携というのが考えられます

が、やはり情報の共有が必要となることから、守

秘義務だとか、個人情報の取り扱いについて細心

の注意が必要なってくると思われます。 

 当市の民生委員に対しましては、生活保護受給

者名簿、高齢者台帳登録者名簿、災害時要援護者

台帳を提供しておりますが、災害時要援護者台帳

は本人の同意を得まして、一部の町内会にも情報

を提供しているところでありますので、その災害

時台帳による情報の共有は可能であるというふう

に考えております。 

○井戸達也委員 実は、この民生委員にもそう

いった守秘義務だとか、いろいろ個人情報の問題

が非常に強くありまして、なかなか相談するにも

できないというような形で動きが制限される部分

があるのかなというふうに思いますけれども、そ

ういった部分をなるべくサポートできるような形

で地域と連携した形をつくっていかなければ、恐

らくその地域というものも成り立っていかないの

かなというふうに感じますので、その辺を柔軟に

対応していただきますことをお願い申し上げまし

て、私の質問を終わります。 

○七夕和繁委員長 次、古都委員。 

○古都宣裕委員 重複している部分は何点か省き

まして、端的に質問いたします。 

 最初に子育て支援ガイドブック作成事業、内容

については先ほど各委員からもありましたので省

かせていただきまして、その中でせっかく改訂す

るのであれば、前回の質問で私、質問しましたと

おり新生児訪問等のときにこのぴゅあという雑誌

を配っているのは存じているのですけれども、そ

の中に発達障がい等を予備知識として入れたりで

すとか、あとはもう１個、先ほど金兵委員の質問

でもあったのですけれども健康増進の相談のとこ

ろで585件というのがあったので、そういった部

分の資料として載せた部分で質問の多いようなと

ころという部分を載せたら、予防医療にもつな

がってよろしいのではないかと思うのですけれど

も、今後、その内容に対してはどのように考えて

いくか見解を伺います。 

○松野憲司子育て支援課長 お話がありましたと

おり、現在のぴゅあにつきましては子ども障がい

や発達支援センターということでの内容は掲載さ
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れていない状況にございます。 

 そういった意味では、新たに改訂版として作成

する内容につきましてはこども発達支援センター

の内容などを含め、発達障がいやおくれなどの理

解や相談についての内容掲載も検討してまいりた

いというふうに考えてございます。 

○古都宣裕委員 前向きな答弁でしたので、ぜひ

その点は留意した上で、しっかり取り組んで内容

の充実を図っていただきたいと思います。 

 次に、子ども・子育て支援新制度事業の中で、

子ども・子育て支援事業計画策定事業とあります

が、この内容は多分、先ほど答弁の中であった平

成25年11月にあった子育て支援アンケートを生か

した上で作成していくものだと思うのですけれど

も、その内容とあとはそのアンケート自体の概要

を御説明願います。 

○松野憲司子育て支援課長 初めに、子育て支援

に関するアンケートについてちょっとお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 昨年の11月にこのアンケートは実施をいたしま

した。調査につきましては、市内の対象世帯、子

どものいる世帯の約７割となります1,000件に調

査表を送らせていただき、回収数につきましては

533件、53.3％の回収率となっております。 

 通常、当市規模の自治体におきましては400件

程度の回収があればよいというふうにされており

まして、これを上回る一定の回収があったものと

考えてございます。 

 その中では、通常の質問以外に自由掲載欄を設

けさせていただきまして、さまざまな御意見など

を頂戴するということにしておりましたけれど

も、回答いただいた３人に１人となります176件

の方がこの自由記載欄の記載をいただき、またこ

の御意見の内部の細分化では347件の貴重な御意

見を頂戴したところでございます。 

 また、新年度における子ども・子育て支援計画

作成事業におきましては、このアンケートをもと

に今後の保育や教育における量的な推計などを含

めた中で、平成27年から31年までの５カ年におけ

る子育て支援における事業計画の策定を行うもの

としてございます。 

 また、平成27年度からは新たな子ども・子育て

支援新制度というものがスタートいたしまして、

保育や教育を必要とする全ての子どもたちを登録

するというような形でスタートを行うことになっ

ており、これに伴うシステム改修などをあわせて

予定をしているところでございます。 

○古都宣裕委員 ５カ年計画ということで、今後

の子育て、多分、人口比等もいろいろ入った上で

どのようにしていくかという部分も入っていくと

思うのですけれども、その中でちょっと全てがこ

この項目に入るわけではないのですけれども、児

童館管理運営事業というところで、昨年も質問さ

せていただいていたのですけれども、やはり児童

館がぼろぼろになっているという部分がありまし

て、それを今後、その計画としてはどのように

なっていくのかなと、子育ての部分である程度、

学習のほうに入っていくのですけれども、そこの

部分は今後どのように持っていくかという計画は

そこに入ってくるのかなと思うので質問します。 

○松野憲司子育て支援課長 児童館の関係でござ

いますけれども、先ほどお話ししました新しく平

成27年度から始まります新支援計画では、児童館

におきましても、現在行われております児童クラ

ブにつきましても、現在は小学３年生まで対象と

しておりますけれども、これが小学６年生までを

対象とするというような内容も盛り込まれる予定

となってございます。 

 そういった意味では、今後、児童館のあり方、

また児童館の規模等についてもさらに検討してい

かなければならないと考えているところです。 

 もう１点になりますけれども、この計画の中に

建てかえということでのお話がありましたけれど

も、建てかえにつきましては、この支援計画策定

の中の経過を踏まえまして、保育園を含め、保育

園の建てかえ、また児童館の建てかえということ

も含めた中で、その児童館の今後の建てかえ計画

というような形で余り遅くならない時期に計画策

定をしていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

○古都宣裕委員 答弁でわかりました。 

 では、この事業計画自体が策定した後、また改

めて質問させていただきたいと思います。 

 次に、「北海道いのちの電話」相談促進事業と

いうことなのですけれども、これは平成 24年で

144万円、平成25年で678万円で、さらにことし上

がっている予算では32万8,000円と大分減額して

きているのですけれども、その減額理由を御説明

ください。 

○林幸一健康管理課長 本事業につきましては、
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運営主体が社会福祉法人北海道いのちの電話の協

力を得て実施いたしております。 

 相談を受けるスタッフはボランティアが24時間

交代で対応しておりまして、相談内容の性質上、

相談を受ける側が疲弊してしまい、長時間ボラン

ティアとして継続することが厳しく、スタッフの

確保につながらない状況にあるとお伺いしており

ます。 

 一度つながって相談に至りますと長時間に及ぶ

ケースが多いことから、電話がつながりにくいと

の声もいただいているところでありますけれど

も、スタッフ確保の問題からなかなか回線の増設

につながらない現状にあります。 

 御利用いただきづらい状況にもあり、年々相談

件数が減少しているところではございますが、予

算としましては過去の回線利用実績を考慮しなが

ら予算計上しているところでございます。 

○古都宣裕委員 なかなかつかながらなくて、実

質予算以下の金額だったということなのですけれ

ども、やはりボランティアという無償の中でやっ

ていただく分には少し無理が出てきているのでは

ないかなという部分で、北海道の事業ということ

なので、これは有償でもいいからぜひ継続して

しっかりやっていく事業だと思うので、その点、

市からも要望すべき事業として提案いたします。 

 次に、健康カレンダー作成事業。健康カレン

ダー作成事業というのは、健康の増進とかそうい

う部分もあると思うのですけれども、そもそもそ

ういう部分をしっかり把握して張ったりとか、活

用している人たちというのは大体健康な人が多い

と思うのです。 

 どちらかといえば健康にそこが余り管理されて

いないような人たちに周知徹底図っていくものが

大切であり、健康の増進につながるのではないか

と思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○林幸一健康管理課長 疾病予防、早期発見を目

的に予防接種や検診受診の１年間のスケジュール

をあらかじめ把握し、受診計画を立てられるため

に有効であり、必要な情報として市民に活用され

ていると認識しております。 

 あらかじめ、検診などの日程をお知らせするこ

とにより、日程調整による受診体制の確保につな

がるものとも考えているところでございます。 

○古都宣裕委員 いろいろな市のパンフレット

等、情報発信等でもこういった情報というのは載

せていると思うのです。 

 その中でわざわざカレンダーをつくって、その

人たちに周知するのではなくて、もっとそういう

ところに目がとまらない、余りそういうところに

興味がなさそうなところの人たちに対してもっと

ＰＲを強化していく上で、カレンダーという形が

本当に果たして望ましいのかどうかというのを１

回検討してはいかがでしょうか。 

○林幸一健康管理課長 疾病予防、早期発見の観

点からも医療費の抑制にもつながると考えている

ところでありまして、現時点におきましてはほか

の予算へ回す考えはないということでございま

す。 

○古都宣裕委員 健康増進というので、医療費の

抑制につながっていく部分ではあると思うので、

いろいろな角度から、このカレンダーだけではな

いのですけれども、なるべくもともと健康で興味

があって、積極的に参加するような人ではなく

て、余りそういうところに出ないような人をいか

に健康にしていくかという視点で、もう少しもん

でいくことが必要ではないかと思います。 

 次に、埋立処理減量化事業というところがあり

ますけれども、何度か議論していますけれども、

埋立ごみの中に高分子ポリマーといいまして、お

むつの中等に入っている高分子ポリマーというの

が水分吸収剤なのですけれども、そういった部分

が埋立の中に入ることによるマイナス性について

はどの程度、考えていますか。 

○梅津義則生活環境課長 今、古都委員が言われ

たおむつなどに使われる高分子ポリマー、そう

いったものが埋立処分場に入ることによってとい

うことでございますが、今後、高齢者等が増加し

ていく背景のもと、そういった製品を使ったもの

というのはどんどんふえていくというふうに思っ

ておりますので、処分場の埋立量もその分ふえて

しまうのかなというふうには認識しております。 

○古都宣裕委員 このいろいろな薬品を使った上

でつくられるこの物質なのですけれども、それを

埋立場に入れた上で長期化も図ると、さらには以

前の答弁でリサイクル率を今後上げていく方針だ

という部分で、リサイクルもこれも可能な、まだ

費用対効果的にはどうかという部分もあるのです

けれども、リサイクル化できる部分ができてきて

おります。 

 その中で、今後、網走市がリサイクル化を進め
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ていく中で、この高分子ポリマー、おむつごみ等

なのですけれども、そういった部分に対してはど

の程度の位に位置づけられていますか。 

○梅津義則生活環境課長 まだ、順位というのは

特に考えてはいないのですけれども、以前、今の

新しい廃棄物処理場の話が進んでいく中で、網走

市にも紙おむつ類を固形燃料にするといった処理

業者、装置のメーカーからの営業がございまし

た。 

 これは、今、報道とかでも御存じかと思います

が富良野市が今、おむつをリサイクルしていると

いう、そこのメーカーのものでございます。 

 そのときの試算で固形燃料化するという装置が

１台当たり4,000万円するということでございま

して、網走市の規模だとその装置が３台必要だと

いうようなことで、その装置のみで１億2,000万

円かかるといったようなことでございました。 

 そのほかに建屋ですとか、電気設備等が必要と

なりますので、それなりの経費がかかると思って

おります。 

 そういったことも重ね合わせて考えますと、分

別してリサイクルしていくということは今後、必

要なのかなということは考えております。将来的

には分別をしていく必要な品目であるというふう

には認識を持っていますが、今のところはそう

いった形ではなくて、何かもっと安価にリサイク

ルできるものはないかどうか、状況を見きわめて

いきたいというふうに考えております。 

○古都宣裕委員 新しく処分場もつくるに当たっ

て、もちろん長く大事に使っていこうという観点

をお持ちなのは重々承知なのですけれども、この

リサイクル率も上げていく、かつそこも長く使お

うと思ったら、いろいろな品目を分類して、売れ

るものは売って、どんどんリサイクルしていくと

いう部分は大切になってくると思います。 

 その中で、この高分子ポリマーというのも本当

に環境にとっては余り好ましくない状況であるの

は理解してくださっているとは思うのですけれど

も、今後、取り組むべき課題の一つでもあると同

時に、早目に取り組むことによって長寿命化もそ

の分できるという部分もありますし、今、技術的

な部分で費用対効果の部分もあると思うのですけ

れども、別な処理の仕方も今後、技術的に出てく

る可能性もありますので、その辺も注視した上で

どうにかしようという意識と、またそのアンテナ

を張った上で今後とも注視していってほしいと思

います。 

 以上で私の質問は終わります。 

○七夕和繁委員長 ほか。松浦委員。 

○松浦敏司委員 他の委員と何点か重複している

ところもありますが、重複しない部分だけ質問し

ていきたいというふうに思います。 

 まず最初に、手話通訳者派遣事業についてであ

りますが、154万1,000円ということであります

が、通訳者派遣ということでありますから、派遣

する事業だとは思いますが、具体的な内容につい

てまず伺います。 

○鳥井本和義社会福祉課長 手話通訳者の派遣事

業についてでありますが、手話通訳者の養成や手

話通訳者派遣事業を実施し、聴力、言語、音声障

がい者の社会参加をボランティア団体の協力を得

て実施するものでございます。 

○松浦敏司委員 それでは手話通訳者なのです

が、現在、今、何人いるのか、そして団体は幾つ

あるのか伺います。 

○鳥井本和義社会福祉課長 当市においては手話

サークルが網走手話の会とクリオネ手話っちの二

つの団体がございます。 

 手話通訳の登録は二つの団体からのほか、一般

の方も含めて現在７名が登録している状況にござ

います。 

○松浦敏司委員 今、市役所の中にも何人かはい

るのだろうと思うのですけれども、やはりろうあ

者の方が窓口に来たときに今現在、そういった場

合はどういった対応をしているのか伺います。 

○鳥井本和義社会福祉課長 当市の障がい福祉係

においては、手話ができる職員はいないものです

から、筆談で行っているという状況にございま

す。 

○松浦敏司委員 実は昨年の12月に石狩市で手話

基本条例というのが全会一致で可決されました。

内容を見ますと前文では障がいの権利に関する条

約や障がい者基本法において、言語として位置づ

けられた手話を市民が使いやすい環境にしていく

ことは市の責務とし、手話を言語として認知し、

市民が手話の理解の広がりを実感できる石狩市を

目指すというふうに規定しておりまして、非常に

私、感心していたところであります。 

 それだけ石狩市は歴史もあるのだろうというふ

うに思いますが、しかしいずれにしても網走市に



－ 78 － 

おいても手話のろうあ者というのが一定数おりま

すので、そういった形での今後、石狩市に見習っ

て、網走市としてもこの手話の通訳者を積極的に

養成していくというふうなことが求められている

と思うのですが、その辺、決意なり見解なり伺い

たいと思います。 

○鳥井本和義社会福祉課長 現在、当市におきま

しては市民手話講習会、これは昼の部と夜の部の

ほかに手話中級講座を開催いたしまして、手話を

していただく方だとか、手話に触れていただい

て、そういう勉強会を開いている状況でございま

す。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 それで、できれば職員の中にも一定数、手話で

きる人がいると、こういうことが非常に望ましい

と思いますので、職員の中での養成というのも今

後、努力していってほしいというふうに思いま

す。 

 次に移ります。臨時福祉特例給付金について伺

います。これは、消費税増税が４月からなされる

ということで、国からの事業としてやるものです

けれども、前回の５％に引き上げられた1997年、

このときは消費税の増税時には臨時福祉交付金と

いうことで支給をされました。 

 今回は、臨時福祉特例給付金ということで、全

国的には2,400万人、子育て世帯臨時特例給付金

が1,271万人、合わせて3,700万人ということで、

97年のときのおおよそ３倍になるというふうに聞

いております。 

 そこで伺いますけれども、この給付金について

支給方法はどのように行うのでしょうか、お伺い

します。 

○鳥井本和義社会福祉課長 臨時福祉給付金の事

務などにつきましては、現在の時点で国から示さ

れている内容でお答えをいたしますと、給付金の

支給についてはあくまでも給付対象者からの申請

に基づいて行うことになり、原則として口座振り

込みということになります。 

○松浦敏司委員 そこで、原則本人ですから、例

えば本人に何らかの事情があってできない場合、

代理人というのは本人にかわって申請することは

可能なのでしょうか、伺います。 

○鳥井本和義社会福祉課長 代理人につきまして

は、寝たきりの方や認知症の方などの場合は親族

や身の回りの世話している方、老人福祉施設、精

神障がい者施設、児童養護施設などに入所してい

る方の場合は施設の職員が認められますが、原則

として委任状の提出が必要になるというふうに

なってございます。 

○松浦敏司委員 そういう意味で、非常に事務的

にも大変だというふうに思います。 

 そこで、対象となる人たちへの周知の方法とい

うのはどのようになさるのでしょうか、伺いま

す。 

○鳥井本和義社会福祉課長 周知の方法につきま

しては、国でもテレビやホームページなどを通じ

て周知するということになっておりますが、当市

におきましては全世帯に対して給付金の申請書の

送付申込書と税情報確認同意書を送付する予定で

ございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。ぜひ、漏れなく

支給されるように願いたいと思いますが、なかな

か困難な作業だろうというふうに思います。 

 いずれにしても、この臨時福祉給付金は消費税

の増税の影響を受ける低所得者、いわゆる非課税

といった人たちを対象とするものでありまして、

１回だけの給付であります。 

 一方、消費税は生まれたその瞬間から税金が掛

けられますし、死ぬまでというよりも、死んだ後

の葬式代まで消費税というのは取られるというこ

とです。 

 ですから、そういう意味でも非常にこの消費税

というのは庶民に対して大変重い税金だと、収入

が低ければ低いほど、その負担率は重いと、こう

いったのも消費税の特徴でありますから。今回、

このような形であめとむちという言葉があります

けれども、あめにもならない１万円、この１万円

というのは多分、瞬間でなくなってしまうのだろ

うというふうにも思いますけれども、この消費税

というのは庶民にとっては私から言わせると百害

あって一理ないと、こんなふうにも言わざるを得

ないと。これは、国の給付金でありますから、そ

れにかわって網走市がやるということであります

ので、ぬかりなくぜひやっていってほしいという

ふうに思います。 

○七夕和繁委員長 松浦委員の質疑の途中であり

ますが、ここで暫時休憩をします。 

午後２時58分休憩 

────────────────────────── 

午後３時08分再開 
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○平賀貴幸副委員長 委員長を交代いたします。 

 休憩前に引き続き、再開をいたします。 

 松浦委員の質問を続行いたします。 

○松浦敏司委員 次に、これも他の委員と重なっ

ておりますが、24時間電話健康相談サービスにつ

いてです。 

 まず伺いたいのは、時間帯での相談件数及び電

話相談の内容はどのようなものが多いのか、まず

伺いたいと思います。 

○林幸一健康管理課長 御利用いただきました時

間帯の件数に関しましては、一番多いのが午前９

時から10時、これは43件となっております。同じ

く午後６時から７時、７時から８時、こちらが43

件で一番多い時間帯でございます。 

 ２番目には、４時から６時、その時間帯が多い

ということでございます。 

 相談いただきました相談内容で一番多い件数で

ございますけれども、気になる体の症状に関する

御相談が 180件、治療に関する相談が累計で 88

件、続きまして夜間、休日医院の問い合わせが累

計で66件ということでございます。 

○松浦敏司委員  前段、全体で 585件の相談が

あったと。これが多いか少ないかというのは私に

はわかりません。 

 今、時間帯、あるいは相談内容を伺いました。

これについても私はどう判断していいかよくわか

らないのですけれども、いただいた資料の中で相

談者で見てみますと30代が突出して多くて191件

と、私は一番子育てで不安なのは20代ではないか

なというふうに思っていたのですが、20代が意外

と少なくて27人というような数だったのですけれ

ども、この辺は原課としてはどのような見解をお

持ちでしょうか、伺います。 

○林幸一健康管理課長 相談件数に関するデータ

の検証につきましては、まだ現在、行っていない

ところでございますけれども、今後、これらの

データをもとに医療機関とも情報交換を含めた中

で検証を進めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

○松浦敏司委員 この事業は、そもそもその中に

も書いてありますけれども、いつでも健康や医

療、育児などの不安解消ができるようにする、そ

していわゆるコンビニ受診をなくすというような

意味も含めての事業ではないかというふうに思い

ます。 

 その効果については、現段階ではどのように評

価しているか伺いたいと思います。 

○林幸一健康管理課長 効果につきましては、早

朝、深夜に急な発熱などがあり判断に迷うときな

ど、いつでも医師や看護師などに電話で相談でき

るということで、特に乳幼児を持つ保護者にとっ

ては不安感が解消されるということで考えており

ますけれども、また救急医療及び救急車の適正利

用にもつながっていくのだろうということで考え

ております。 

○松浦敏司委員 先ほど課長のほうから言われま

したように医療機関とか、まだ事業を始めて１年

にまだ満たない状況ですから、今後、この状況、

推移を見ていかなければならないと思いますけれ

ども、より一層、子育て世代にとって頼りにな

る、そういう相談サービスであってほしいなとい

うふうに思っております。 

 次に移ります。 

 生ごみの分別堆肥化検証についてです。これも

他の委員から質問のあったところでありますが、

私は生ごみというのは季節によって生ごみの中身

も変化するのだというふうに思います。 

 また、夏場は特に腐敗するという問題がありま

す。冬は凍結するということが予想されておりま

すが、この点での対応は、対策といいますか、ど

のようにしようとしているのか伺います。 

○梅津義則生活環境課長 今回は、今、設置され

ているごみステーションそのままで実証試験を行

います。 

 ９月から11月にかけて行いますので、９月であ

れば腐敗した生ごみが出されることもあるかと思

います。また、11月の冷え込みが厳しい日であれ

ば、生ごみも完全に凍るまではいかなくても、多

少凍っているといった状況もあるかと思います。 

 今回はそういった生ごみでステーションにどう

いう影響が出てくるのかということも見きわめる

といったことも今後の対策をとるといったことも

含めての検証事業というふうに考えております。 

○松浦敏司委員 そこで、私はなぜ９月から11月

の３カ月だけなのかなと、この辺は非常に気に

なったところです。 

 いわゆる生ごみ堆肥化に向けての非常に大事な

検証なわけで、９月から11月だけの検証だけで本

当にそれに役立つデータが十分得られるのかな

と。一番いいのはやはり１年間通してやるのが
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トータルとしてよくわかるのだろうというふうに

思いますけれども、９月から11月の３カ月間にし

たその理由、先ほど課長言いましたけれども、冬

場の検証と、本来の冬場は12月、あるいは１月と

いう生ごみが凍結、完全に凍結するこの時期が抜

けて、ここが抜けたら本来の生ごみの堆肥化とい

う点で検証するには非常に弱いのではないかと、

このように思うのですが､その辺での見解を伺い

ます。 

○梅津義則生活環境課長 松浦委員のおっしゃる

とおり、本来であれば本当にもっと暑い時期、寒

い時期、そういった時期をねらってできればとい

う話は内部の協議の中でもあったのですけれど

も、今回は期限を決めたモデル事業ということも

あって、協力いただく市民の皆さんの負担ですと

か、説明会の開催時期ですとか、あとは限られた

予算の範囲内で検証を行うということで３カ月間

という期間を限定した中で、果たしてどの時期に

やるのが一番効果的かといったような議論になり

ました。 

 そのときに、やはり夏と冬、それぞれ期間を空

けてというのは、またこれは市民の方に御協力い

ただく上では負担にもなりますので、やはり連続

した３カ月間というようなことになりまして、そ

うしましたら暑い時期の結果もある程度見れる９

月から、寒いときもある程度見れる11月といった

ような３カ月間を庁内関係部局と調整の上でその

時期を選んだというような結果でございます。 

○松浦敏司委員 だから別に３カ月ではなくて

も、連続して例えば９月から12月までということ

も可能なのだろうと、多分、予算の関係上もある

のだろうと思うのですけれども、あと１カ月連

続、いわゆる９、10、11、12というふうに４カ月

延ばすことは不可能なのかどうか、私は可能では

ないかというふうに思うのですけれども、その辺

の見解を伺いたいと思います。 

○梅津義則生活環境課長 今回のこの検証試験が

最後になるかどうかというのは、まだ結果を見て

みないとわからない部分がありますので、今回の

結果を見て、結果を見た次第でもう一度トライア

ルをやらなければならないというようなことが出

てくるかもしれませんので、そういった機会にそ

の辺のことも考え合わせましてやっていきたいと

いうふうに考えております。 

○松浦敏司委員 生ごみ堆肥化供用開始は平成30

年ですから、時間が若干ありますので、そういう

意味ではぜひそういった今回の検証をしっかりと

していただく中で検討をしていただければと思い

ます。 

 次に移ります。住宅用太陽光発電の普及促進事

業についてです。 

 これは180万円ということでありまして、一昨

年は事業費が開始した直後に不足するというよう

なことで、補正を組むほどでありましたけれど

も、平成24年度は何件あって、そして平成25年度

の利用は何件あったのか、まず伺いたいと思いま

す。 

○梅津義則生活環境課長 住宅用太陽光パネルの

設置件数は、平成24年度は50件の募集枠に対して

44件の申し込み、25年度は30件の募集枠に対して

19件の申し込みがございました。 

○松浦敏司委員 半減以下になったわけです。 

 平成24年度と25年度の件数のうち、地元網走の

業者は何件申請したのか伺います。 

○梅津義則生活環境課長 平成24年度44件の申し

込み中、網走の事業者を使った方は９件でござい

ます。25年度は、19件のうち２件が網走の事業者

を使っております。 

○松浦敏司委員 地元業者の太陽光パネルに対す

る取り組みが他の地域より若干おくれたというこ

ともあるのだろうとは思いますが、ただ、いずれ

にしても非常に少ないといいますか、状況だと思

うのです。 

 それで、まず平成24年度と25年度で比べると、

極端に申請数が減っているわけですけれども、そ

の要因について何だというふうに原課として捉え

ているでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 昨年度は福島第一原発

の事故による再生可能エネルギーの見直しですと

か、泊原発の停止による計画停電などの影響か

ら、太陽光発電システムの需要が高まったものと

いうふうに考えております。 

 また、平成24年度から固定価格買取制度がス

タートしたということもありまして、このときの

単価が制度発足当時で一番高かったというような

こともあります。１キロワット当たりが42円とい

うことで、高い年だったということもあるかと思

います。 

 また、平成24年度は前年度に申し込みができな

かった設置者に対しても対象としていたために、
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通常の年よりも多い件数になったということに

なっております。 

 通常でいけば、20件から25件が平均的な件数で

すので、今年度は例年並みに推移しているのでは

ないかというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 それについても一定、理解いた

します。 

 最近、農村地域を歩きますと、農家でも非常に

太陽光パネルの設置が進んでいるのです。農家の

方でいえば、これは農家の方であっても住宅に設

置する場合は当然、補助の対象になると思うので

すけれども、農家のこの制度の活用状況というの

はどのぐらいあるのか、わかればお知らせいただ

きたいと思います。 

○梅津義則生活環境課長 農家の制度活用でござ

いますが、平成24年度44件中13件の申し込みがあ

りました。 

 今年度につきましては、19件中３件の申し込み

がございました。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、実は住宅用という限定されたものです

よね、基本的には住宅用ということで。そうなり

ますと以前も申し上げたことがあるのですが、私

の家でいえば古すぎて重さに耐えられないような

古い家だということで、そこはつけたくてもつけ

られないとか、あるいは古いと雨漏りがするとか

というような心配もあってできないとか、さまざ

まな理由でつけたくてもつけられない人たちもい

るというのも現実だというふうに思うのです。 

 この住宅用太陽光発電普及促進事業というの

は、本来の目的というのは地球温暖化対策として

行っているというふうに私自身認識しているので

すが、それはそのことで間違いないでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 その件に関しては委員

のおっしゃるとおりでございます。 

○松浦敏司委員 であれば、やはり目的は地球温

暖化に対しての網走市としても貢献するというこ

となのだというふうに思いますので、例えば住宅

で電気を消費するから、そこに住宅用のパネルを

つければ、そこに補助を出すということなのだけ

れども、例えば農家でいえば牛舎だとか、倉庫だ

とかいろいろあると思うのですけれども、そう

いったところでも電気は使うということであれ

ば、そこも対象になるのではないかと、こんなふ

うに思うのですけれども、その辺でのお考えを伺

いたいと思います。 

○梅津義則生活環境課長 現在、市が実施してい

る太陽光発電設置委託料は、国土交通省の社会資

本総合整備交付金を財源として活用をしておりま

す。 

 補助率は50％となっております。この交付金は

個人住宅を対象としているため、牛舎ですとか豚

舎を対象に含めると、この交付金の対象にはなっ

ていません。 

 そのため、ほかに財源を見つけるか、全て一般

財源で賄うかといったようなことになります。 

 それと、牛舎ですとか豚舎を対象にするという

ことは、一つの事業所を対象にするという考えに

もなりますので、そうなると漁業ですとか、商業

ですとか、他の事業所とのバランスを考えていか

なければならないと考えますので、その辺では慎

重な判断が必要になってくるのではないだろうか

というふうに考えております。 

○松浦敏司委員 その辺も一定の理解をするとこ

ろであります。 

 ただ、いずれにしても地球温暖化ということで

は、最近の気象状況などを見ても非常に昨年の爆

弾低気圧、そしてことしも同様のことがあったと

いうようなことで、気象状況が非常に不安定に

なってきているというのも事実であります。 

 そういう意味では、国土交通省云々というお話

もありましたけれども、やはり市独自としても積

極的な地球温暖化対策というのは進めていくべき

だということでありますので、この取り組みにつ

いてもぜひ普及するような、もっともっと普及し

ていくような努力、あるいは方法というのを今

後、検討していただきたい、このことを要望して

私の質問を終わります。 

○平賀貴幸副委員長 佐々木委員。 

○佐々木玲子委員 私のほうから２点ほど質問を

させていただきます。 

 まず、予算書の48ページにあります障がい者理

解促進啓発事業について伺います。 

 まず、これはほかの方からも質問が出ておりま

した。やはりこれは啓発のためのチラシの印刷代

等々ということで、予算的にもそういうことだろ

うなと思っておりました。 

 これは、私、代表質問でも申し上げましたよう

に、これからは市民の皆さんの障がい者に対する

理解というのはこれから幅広く求めていかなけれ
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ばならないということで、まずこれは新規事業と

いうことは、そういうことも踏まえた上での事業

かなと理解をしております。 

 そこで理解促進という意味では、やはりチラシ

だけでは実はなかなか机上論でしかなくて、それ

で皆さんもチラシというのはなかなかあっても、

お読みになる方とならない方がいらっしゃるとい

うことで、実際に理解をしていただくためには触

れ合う場がもっともっと必要ではないかなと私は

考えております。 

 社協において毎年、秋口にあるふれ愛ひろばな

ども、実は健常者と障がい者の交流の場というこ

とで開かれているわけなのですけれども、いつも

見ていますと特定の方しか来ていないなという残

念な状況で、もっと幅広い市民の皆さんに来てい

ただきたいなといつも思っているところなのです

けれども、そこで１点お伺いしたいのは、障がい

者の関係団体というか、それぞれの障がい別の団

体が以前はきちんと組織が形成されておりまし

た。 

 しかし、十数年前に障がい者のいろいろな団体

の事業というものが国からそれぞれの各自治体に

事務事業が移管されて以降、網走管内などで例え

ば視覚障がい者の団体が組織されていたものが、

それぞれの各自治体でその団体をつくり直してく

ださいという通達があった後、個人情報保護法な

どの絡みもありまして、なかなか網走市内だけに

おいての視覚障がいだとか、ろう障がいだとか、

身体障がいも含めてですけれども、障がいの方た

ち、障がい別の方たちの団体というのがあるよう

でないような実態になっている。ある程度、一定

程度の方が一緒に活動しているという団体もあれ

ば、全く視覚障がい者のようにばらばらのままの

方もいる。 

 そうすると中途障がいの方たちなどは、市から

のいろいろな事業の案内がない限り、同じ障がい

同士の触れ合いもなければ、健常者との触れ合い

の場も設けられないというような今現状になって

いると私は理解しているのですけれども、こうい

う方たちのこれからの活動の場というものをやは

り何とか個人情報保護法があって難しいといつも

担当部署で言われるのですけれども、何とかこの

ままにしておいてはいけないのではないかと、

ずっと私は気になっていたことなものですから、

ここで改めて伺わせていただきたいと思います。 

○鳥井本和義社会福祉課長 障がい者団体の組織

につきましては、さまざまな情報交換を行う場と

いたしまして重要であるというふうに考えており

ます。 

 市内には、網走ろうあ者と共に手をつなぐ会や

網走市身体障がい者福祉協会などの団体はありま

すが、委員のおっしゃるとおり個人情報の取り扱

いなどにより、各団体でも範囲の拡大などの課題

を抱えているというふうにお聞きしているところ

でございます。 

 当市といたしましては、既存の団体、新たに団

体を設立しようとする方々に対しましては、当事

者と協議をする中で必要かつ可能な支援は行って

いきたいというふうに考えております。 

○佐々木玲子委員 そうですね、一番私が懸念し

ているというか、気になっていたのは、私自身が

ガイドヘルパーとして視覚障がいの方と触れ合う

ことが多かったものですから、以前はそういう方

たちがそれぞれ団体があったものですから、社協

が中心になって、その障がいは別として、そうい

ういろいろな団体のトップの方に連絡さえすれば

触れ合う場が設けられていたのです。一緒に健常

者のボランティア団体と障がい者団体の各団体の

いろいろな団体の方たちと年に１回程度、外出支

援、一緒に交流しながら外出をするというような

イベントも行ったりしていて、そういうときに各

障がいを持たれる方たちが本当に喜々として集

まってきてくださって、１日過ごした後、本当に

楽しかったと、またこれを継続してほしいという

要望も出ていたことがありました。 

 それが立ち消えになったまま今に至っていると

いうのが私も非常に残念で、何とかまた皆さんの

笑顔が見たいなという思いがありました。そうい

うことを申し上げた上で、今、課長から答弁が

あったように、これからはそういう方たちに何ら

かの形でお声かけをしながら、またそういう団体

の再構築のお手伝いをぜひしていっていただきた

いなと、またそれぞれの障がいをお持ちの方、ま

た新たに中途障がいになられた方、また障がいを

お持ちで生まれてこられた方たちに、そういう働

きかけを今より一層、充実させてやっていってい

ただきたいと思いますので、そこはこれからの努

力だと思いますので、期待をしてこの質問は終わ

らせていただきます。ぜひ、頑張ってやっていた

だきたいと思います。 
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 もう１点の質問は、一般廃棄物処理場の建設が

これから始まるわけなのですけれども、実は本当

に協議が整うまで担当部署の方たちは随分、御苦

労されたということを伺っておりますし、またそ

の工事をすることによって影響を受けるであろう

方たちからもいろいろな御相談を私も受けてもき

ました。 

 一番、私が気にかかっているのは漁業者団体の

方たちが、この工事をすることによって漁場の被

害が起きるのではないかという懸念に対してのい

ろいろな配慮が行政側からどれだけできるかとい

うことが、協議のまとまりの大きな山だったので

はないかと私は推察をいたしております。 

 そこで、十分協議をした結果、この工事に入る

ことに決まったと理解はしておりますけれども、

これは念を押すというような形になるかもしれま

せんけれども、実際に工事が始まりましたら、工

事業者というのはやはり監視をしていないとどこ

かでやはり気を抜くような行動に出たりするよう

なことがないとは限らないだろうと思っていくし

かないかなと思っているのです。 

 そういうところで、市としてはどのような監視

体制を行いながら、この工事を進めていくのか、

再度、確認の意味で伺わせていただきたいと思い

ます。 

○梅津義則生活環境課長 市としてどういった監

視体制でということでございます。 

 やはり、委員がおっしゃられた点については、

漁業協同組合とも最後の最後までお話し合いのと

ころで詰める段階で論点になったところでござい

ます。 

 やはり工事中のそういった施工業者の監視体制

については、常に公害防止協定ですとか、環境保

全に関する覚え書きを取り交わしておりますけれ

ども、その中にもうたわれているとおり、常時、

職員を配置するということで確約をしております

ので、それに基づいた監視体制をしていきたいと

いうふうに考えております。 

○佐々木玲子委員 生活環境課のほうで常時職員

を配置をするということでよろしいですね。常時

ということは、どの程度、その監視に行けるもの

なのか、職員の皆さんもそれぞれ自分の職務があ

るでしょうから、どのような監視体制、具体的に

もう少しお話いただければと思います。 

○後藤利博市民部長 今、工事中の監視体制とい

うことでお話をいただきましたけれども、ちょっ

と経過をお話させていただきますと、この一般廃

棄物処理の建設に関しましては委員からお話があ

りましたようにポンバイラギ川、河川の近隣を候

補地としたということがございまして、網走漁業

協同組合、特に磯部会を中心にその防災対策につ

いての協議を重ねてまいりました。 

 ２月10日になりまして、公害防止協定並びに環

境保全に関する覚え書きを取り交わし、また明治

地区周辺の地域とは今後、またその協定書も締結

をしていくという予定で考えておりまして、特に

工事の監視体制につきましては、これは網走市の

事業でございますから、これまでも技術屋のほう

でいろいろ経験を持っている方にもきっちり監視

をしていただくということになりますし、施工業

者におきましても、私どもが今、基本設計を固め

た中のものをこれからしっかり実施設計をして、

本当に安全であるというような設計を組んだ中に

おいて手抜かりのないような工事をしっかりして

いただくというようなことを念頭において、今

後、工事を進めていくというふうに考えておりま

す。 

○佐々木玲子委員 特に漁業者の方たちの懸念は

非常に大きいものがあると私は重く受けとめてお

りますので、しっかりと市のほうとしても、しっ

かりその辺の監視体制を強化しながら、この工事

を進行していく中で油断することなくやっていっ

ていただきたいということを申し上げまして、質

問を終了いたします。 

○平賀貴幸副委員長 以上で、本日の日程であり

ます一般会計の歳出のうち、民生費、衛生費及び

その特定財源に関する歳入の細部質疑を終了しま

した。 

 本日は、これで散会といたします。 

 再開は、あす午前10時としますから、参集を願

います。 

 御苦労さまでした。 

午後３時40分 散会 


